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Ⅰ データで見る札幌市 

１ 第１次戦略ビジョンにおける成果指標の概況 

 第１次戦略ビジョン＜戦略編＞では、７つのまちづくりの分野を横断的な視点で整理した上で、３

つのテーマ（「暮らし・コミュニティ」・「産業・活力」・「低炭素社会・エネルギー転換」）を導き出し、

計５３項目の成果指標を設定しました。 

成果指標の状況については、当初値と比べて上昇した指標が３０項目（５６．６％）、下降した指標

が２０項目（３７．７％）という結果となっており（令和４年５月時点）、上昇した指標のうち、同月

時点で目標値を達成している指標は１０項目となっています。 

 

〇第１次戦略ビジョンの全体像 
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〇成果指標の概況 

テーマ 
上昇した指標の項目数 

下降した 
指標の項目数 

不明 計 
 

うち目標値を達
成したもの 

１ 暮らし・コミュニティ １２ ６ ７ ０ １９ 

２ 産業・活力 ９ ４ ９ ３ ２１ 

３ 低炭素社会・エネルギー転換 ９ ０ ４ ０ １３ 

<合計> ３０ １０ ２０ ３ ５３ 

<構成比> ５６．６％ １８．９％ ３７．７％ ５．７％  

※各テーマ間で重複する成果指標があるため、表中の項目数は一部重複計上している。 
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〇成果指標の状況 ※黄色塗り部分は、令和４年５月時点で目標値を達成している指標を指す。 

テーマ 指標 当初値 現状値 傾向 目標値 
関連するまち
づくりの分野 

暮

ら

し

・

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ 

1 
孤立死について心配していない市民

の割合  

43.1％ 

（H22 年度） 

44.0％ 

（R2 年度） 

 55％ 

（R4 年度） 
④安全・安心 

2 
福祉推進委員会を組織している単位町

内会の割合  

53.6％ 

（H23 年度） 

56.2％ 

（R2 年度） 

 59％ 

（R4 年度） 
④安全・安心 

3 
生活や健康福祉に関して困っていることや

相談したいことの相談先がない高齢者の割合 

27.0％ 

（H22 年度） 

14.0％ 

（R2 年度） 

 20％ 

（R4 年度） 
④安全・安心 

4 
障がいのある人にとって地域で暮ら

しやすいまちであると思う人の割合  

28.1％ 

（H24 年度） 

29.6％ 

（R2 年度） 

 60％ 

（R4 年度） 

①地域 

④安全・安心 

5 
災害に対する備えを行っている家庭

の割合  

72.8％ 

（H24 年度） 

84.5％ 

（R2 年度） 

 80％ 

（R4 年度） 
④安全・安心 

6 
災害に備えた活動を行っている自主防

災組織の割合  

84.6％ 

（H24 年度） 

61.0％ 

（R2 年度） 

 95％ 

（R4 年度） 
④安全・安心 

7 
障がいのある人にとって地域で暮らし

やすいまちであると思う人の割合【再掲 4】 

28.1％ 

（H24 年度） 

29.6％ 

（R2 年度） 

 60％ 

（R4 年度） 

①地域 

④安全・安心 

8 
高齢者の活動度（社会貢献活動を行う

高齢者の割合） 

57.8％ 

（H24 年度） 

54.9％ 

（R2 年度） 

 70％ 

（R4 年度） 
①地域 

9 
就労支援施設などの福祉施設から一

般就労への移行者数 

231人 

（H23 年度） 

621人 

（R1 年度） 

 300人 

（R4 年度） 
②経済 

10 
子どもを生み育てやすい環境だと思

う市民の割合  

55.2％ 

（H24 年度） 

47.6％ 

（R2 年度） 

 80％ 

（R4 年度） 
③子ども・若者 

11 
保育所待機児童数 

※平成 27 年度から国定義の数値に変更 

757人 

（H25年度） 

0 人 

（R3 年度） 

 0 人 

（H27年度～R4 年度） 
③子ども・若者 

12 
住んでいる地域の住環境に満足して

いる人の割合  

80.1％ 

（H24 年度） 

75.2％ 

（R2 年度） 

 95％ 

（R4 年度） 

④安全・安心 

⑦都市空間 

13 公共交通の利用者数 
108万人/日 

（H24 年度） 

83 万人/日 

（R2 年度） 

 110万人/日 

（R4 年度） 
⑦都市空間 

14 町内会加入率  
71.1％ 

（H24 年度） 

69.5％ 

（R2 年度） 

 75％ 

（R4 年度） 
①地域 

15 
市内に主たる事務所を置くＮＰＯ認

証法人数  

857団体 

（H24 年度） 

928団体 

（R2 年度） 

 1,300 団体 

（R4 年度） 
①地域 

16 
市民まちづくり活動に参加したこと

のある市民の割合 

41.8％ 

（H24 年度） 

87.2％ 

（R2 年度） 

 85％ 

（R4 年度） 
①地域 

17 町内会加入率【再掲 14】 
71.1％ 

（H24 年度） 

69.5％ 

（R2 年度） 

 75％ 

（R4 年度） 
①地域 

18 
冬の暮らしに関する地域内協働の取

組に参加した団体数  

1,096 団体 

（H24 年度） 

1,403 団体 

（R2 年度） 

 1,400 団体 

（R4 年度） 
④安全・安心 

19 ウィンタースポーツをする市民の割合  
11.7％ 

（H24 年度） 

11.9％ 

（R2 年度） 

 25％ 

（R4 年度） 
⑥文化 

産

業

・

活

力 

20 食料品製造業の製造品出荷額等 
2,053 億円 

（H22年度） 

2,556 億円 

（R1 年度） 

 2,400 億円 

（R4 年度） 
②経済 

21 食料品製造業の粗付加価値額 
782億円 

（H22年度） 

939億円 

（R1 年度） 

 940億円 

（R4 年度） 
②経済 

22 
観光地としての総合満足度（「満足」と

回答した人の割合） 

27.0％ 

（H24 年度） 

32.4％ 

（R2 年度） 

 40％ 

（R4 年度） 
②経済 

23 札幌市内での総観光消費額 
3,743 億円 

（H24年度） 

1,808 億円 

（R2 年度） 

 4,700 億円 

（R4 年度） 
②経済 

24 年間来客数 
1,304 万人 

（H24 年度） 

571万人 

（R2 年度） 

 1,500 万人 

（R4 年度） 
②経済 

25 
新製品・新技術の開発や新分野進出に

取り組むと答える企業の割合 

58.1％ 

（H24 年度） 

47.6％ 

（R2 年度） 

 75％ 

（R4 年度） 
②経済 

26 
大学発ベンチャー企業数（環境・エネ

ルギー） 

21 社 

（H23年度） 

調査機関が調

査中止したた

め実績値なし 
不明 

30 社 

（R4 年度） 
②経済 

27 
新製品・新技術の開発や新分野進出に

取り組むと答える企業の割合【再掲 25】 

58.1％ 

（H24 年度） 

47.6％ 

（R2 年度） 

 75％ 

（R4 年度） 
②経済 
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指標 当初値 現状値 傾向 目標値 

関連するまち
づくりの分野 

産

業

・

活

力 

28 バイオ産業の売上高 
313億円 

（H23年度） 

958億円 

（R2 年度） 

 730億円 

（R4 年度） 
②経済 

29 
グローバル化への取組を行っている

企業の割合  

8.7％ 

（H24 年度） 

8.6％ 

（R2 年度） 

 45％ 

（R4 年度） 
②経済 

30 国際会議の開催件数（暦年） 
83 件 

（H23 年） 

102件 

（R1 年） 

 120件 

（R4 年） 
②経済 

31 
ＩＴ・コンテンツを活用して高付加価

値をつけようと思っている企業の割合 

13.2％ 

（H24 年度） 

31.2％ 

（R2 年度） 

 20％ 

（R4 年度） 
②経済 

32 クリエイティブ産業の従事者数  
37,390人 

（H21 年度） 

調査機関が調

査中止したた

め実績値なし 
不明 

39,000人 

（R4 年度） 
②経済 

33 札幌を含めた広域経済圏の輸出額  
1,838 億円 

（H23 年度） 

1,513 億円 

（R2 年度） 

 2,000 億円 

（R4 年度） 
②経済 

34 誘致施策を活用した立地企業数（累計） 
80 社 

（H24年度） 

184社 

（R2 年度） 

 175件 

（R4 年度） 
②経済 

35 
観光地としての総合満足度（「満足」と

回答した人の割合）【再掲 22】 

27.0％ 

（H24 年度） 

32.4％ 

（R2 年度） 

 40％ 

（R4 年度） 
②経済 

36 年間来客数【再掲 24】 
1,304 万人 

（H24 年度） 

571万人 

（R2 年度） 

 1,500 万人 

（R4 年度） 
②経済 

37 
子どもが自然、社会、文化などの体験

をしやすい環境であると思う人の割合  

63.9％ 

（H24 年度） 

59.3％ 

（R2 年度） 

 70％ 

（R4 年度） 

③子ども・若者 

⑥文化 

38 海外からの留学生数  
1,813 人 

（H24 年度） 

2,530 人 

（R2 年度） 

 3,400 人 

（R4 年度） 

①地域 

②経済 

39 
仕事と生活の調和がとれていると思

う人の割合  

47.4％ 

（H24 年度） 

41.6％ 

（R2 年度） 

 70％ 

（R4 年度） 

②経済 

③子ども・若者 

40 女性の有業率  
46.0％ 

（H19 年度） 

47.5％ 

（H29年度） 

 60％ 

（R4 年度） 

①地域 

②経済 

低
炭
素
社
会
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換 

41 都心の区域内実容積率  
219％ 

（H23 年度） 

233.6％ 

（R1 年度） 

 250％ 

（R4 年度） 
⑦都市空間 

42 地域交流拠点の区域内実容積率  
93％ 

（H23年度） 

99.8％ 

（R1 年度） 

 105％ 

（R4 年度） 
⑦都市空間 

43 公共交通に対する満足度  
74.7％ 

（H24年度） 

64.9％ 

（R2 年度） 

 90％ 

（R4 年度） 
⑦都市空間 

44 公共交通の利用者数【再掲 13】 
108万人/日 

（H24 年度） 

83 万人/日 

（R2 年度） 

 110万人/日 

（R4 年度） 
⑦都市空間 

45 生物多様性の理解度  
33.1％ 

（H23年度） 

35.1％ 

（R2 年度） 

 70％ 

（R4 年度） 
⑥環境 

46 保全されているみどりの面積  
21,422ha 

（H24 年度） 

21,643ha 

（R2 年度） 

 21,800ha 

（R4 年度） 
⑥環境 

47 太陽光による発電量  
0.1億 kＷh 

（H23 年度） 

0.6億 kＷh 

（R1 年度） 

 4.4億 kＷh 

（R4 年度） 
⑥環境 

48 分散型電源システムによる発電量  
2.0 億 kＷh 

（H23 年度） 

3.1億 kＷh 

（R1 年度） 

 4億 kＷh 

（R4 年度） 
⑥環境 

49 
都心におけるネットワークへの接続

建物数  

106棟 

（H24 年度） 

105棟 

（R2 年度） 

 124棟 

（R4 年度） 
⑥環境 

50 環境配慮活動を実践している人の割合  
61％ 

（H24 年度） 

66.7％ 

（R2 年度） 

 90％ 

（R4 年度） 
⑥環境 

51 電力需要量  
94 億 kＷh 

（H24 年度） 

92 億 kＷh 

（R2 年度） 

 86 億 kＷh 

（R4 年度） 
⑥環境 

52 
生ごみの減量・リサイクル（水切り減

量、堆肥など）に取り組んでいる世帯の割合 

87.5％ 

（H24 年度） 

93.1％ 

（R2 年度） 

 95％ 

（R4 年度） 
⑥環境 

53 
札幌市が処理するごみのリサイクル

率  

26.7％ 

（H24 年度） 

25.8％ 

（R2 年度） 

 30％ 

（R4 年度） 
⑥環境 
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２ 関連指標の状況 

  第２次戦略ビジョンの策定に当たっては、第１次戦略ビジョンに掲げる７つのまちづくりの分野

ごとに、取組結果（成果と課題）を分析しています（第２次戦略ビジョン＜ビジョン編＞第２章３

⑴（本書 p23～29））。ここでは、成果指標以外の関連指標の状況を掲載します（表中の灰色の網掛

けは再掲を示す。）。 

⑴ 地域  

 指標 当初値 最新値 傾向 

1 身近に交流の機会があると感じている人の割合 
31.8％ 

（H25 年度） 

41.2％ 

（H30年度） 

 

2 連携している市民まちづくり活動団体の割合 
59.6％ 

（H25 年度） 

48.7％ 

（H30 年度） 

 

3 企業のまちづくり活動への参加数（のべ） 
10,916 社 

（H25 年度） 

15,413社 

（R1 年度） 

 

4 男女平等と考える人の割合（社会全体で） 
16.0％ 

（H23 年度） 

13.8％ 

（H28年度） 

 

5 外国籍市民の数 
9,259 人 

（H25 年） 

14,546人 

（R2 年） 

 

6 さぽーとほっと基金の寄付件数 
331件 

（H25 年） 

525件 

（R1 年） 

 

7 さぽーとほっと基金の寄付金額（累計） 
5.0億円 

（H25 年） 

10.7 億円 

（R1 年） 

 

8 まちづくり活動情報サポートサイトへの登録団体数 
2,758 団体 

（H29 年度） 

2,713 団体 

（R1 年度） 

 

9 ソーシャルビジネス担い手育成講座の受講率 
99％ 

（H24 年度） 

117％ 

（R1 年度） 

 

 

⑵ 経済 

 指標 当初値 最新値 傾向 

1 市内企業の売上高 
14 兆 9,575 億円 

（H24 年度） 

21 兆 1,623 億円 

（H28 年度） 

 

2 ＩＴ産業の売上高 
3,909 億円 

（H24 年度） 

4,586 億円 

（H30 年度） 

 

3 
市内映像関連企業が制作した映像の海外輸出額（H28 年度以降は、

市内企業が出展した国際映像商談会における成約額） 

0.4億円 

（H24 年度） 

0.04 億円 

（R1 年度） 

 

4 経営が前期と比べて安定したと答えた企業の割合（下期） 
24.2％ 

（H24年度） 

24.9％ 

（R1 年度） 

 

5 開業率 
8.0％ 

（H24 年～H26 年） 

6.1％ 

（H26 年～H28 年） 

 

6 オープンデータを利活用しようと思っている企業の割合 
35.9％ 

（H27 年度） 

32.4％ 

（H30 年度） 

 

7 丘珠空港の利用者数 
131,722 人 

（H24 年度） 

267,462 人 

（R1 年度） 

 

8 有効求人倍率（札幌圏） 
0.52 倍 

（H24 年度） 

1.12 倍 

（R1 年度） 

 

9 有業率（男女） 

全国 58.1％ 

札幌 55.6％ 

（H24 年度） 

全国 59.7％ 

札幌 55.7％ 

（H29 年度） 

 

10 

有業率(男性) 

全国 68.8％ 

札幌 67.8％ 

（H24 年度） 

全国 69.2％ 

札幌 65.4％ 

（H29 年度） 

 

有業率(女性)  

※札幌分は成果指標と重複 

全国 48.2％ 

札幌 45.2％ 

（H24 年度） 

全国 50.7％ 

札幌 47.5％ 

（H29 年度） 
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指標 当初値 最新値 傾向 

11 

25～39 歳の週間就業時間が 60 時間以上の有業者の割合（男性） 

全国 19.2％ 

札幌 29.0％ 

（H24 年度） 

全国 16.0％ 

札幌 25.4％ 

（H29 年度） 

 

25～39 歳の週間就業時間が 60 時間以上の有業者の割合（女性） 

全国 5.7％ 

札幌 5.0％ 

（H24 年度） 

全国 5.3％ 

札幌 6.3％ 

（H29 年度） 

 

12 外国人宿泊者数 
68 万人 

（H24 年度） 

242万人 

（R1 年度） 

 

13 貿易額（北海道） 

輸入 16,543 億円 

輸出 3,848億円 

（H24 年） 

輸入 12,532億円 

輸出 3,121億円 

（R1 年） 

 

14 食料品輸出額 
13.0 億円 

（H24 年） 

111.0 億円 

（R1 年） 

 

15 外資系企業数（北海道） 
13 企業 

（H24 年度） 

8 企業 

（R1 年度） 

 

16 誘致施策を活用した外資系の立地企業数(累計)  
4 企業 

（H24年度） 

7 企業 

（R1 年度） 

 

17 ＪＩＣＡ札幌における研修員の受入実績（H23 年度以降・累計） 
582人 

（H23 年度） 

4,471 人

（R1 年度） 

 

18 新たに開催された国際大会等の数（H26 年度以降・累計） 
2 大会 

（H26年度） 

11 大会 

（R1 年度） 

 

19 商店街数 
93 

（H24年度） 

71 

（R1 年度） 

 

20 商店街店舗数 
4,133 

（H24年度） 

3,776 

（R1 年度） 

 

21 
補助制度の活用により地域住民・団体との結びつきが「強くなっ

た」と回答した商店街 

97％ 

（H24年度） 

92％ 

（H27年度） 

 

22 
補助制度の活用により商店街への集客について「効果があった」

と回答した商店街 

71％ 

（H24年度） 

70％ 

（H27年度） 

 

23 ソーシャルビジネス担い手育成講座の受講率【再掲⑴9】 
99％ 

（H24 年度） 

117％ 

（R1 年度） 

 

24 女性の有業者数 
381,253 人 

（H22 年） 

383,742 人 

（H27 年） 

 

25 高齢者の有業者数 
56,901 人 

（H22 年） 

82,247人 

（H27 年） 

 

 

⑶ 子ども・若者 

 指標 当初値 最新値 傾向 

1 母親がフルタイム、パート・アルバイトなどで就労している割合 
41.7％ 

（H25年度） 

56.9％ 

（H30年度） 

 

2 希望に応じた保育サービスを利用することができた人の割合 
63.9％ 

（H25 年度） 

77.9％ 

（R1 年度） 

 

3 難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している子どもの割合 

小 6 71.2％

中 3 65.7％ 

高 2 61.0％

（H25 年度） 

小 6 74.9％

中 3 67.6％

高 2 66.3％

（R1 年度） 

 

4 
体育の時間を除く１週間の総運動時間が 60 分未満の子どもの割

合 

小 5 男 7.7％ 

小 5 女 19.3％ 

中 2 男 13.1％ 

中 2 女 35.8％ 

（H25 年度） 

小 5 男 7.5％ 

小 5女 12.0％ 

中 2男 11.5％ 

中 2 女 25.0％ 

（R1 年度） 

 

5 
いじめなどの不安や悩みを身近な人などに相談する子どもの割

合 

小 92.1％ 

中 82.2％ 

高 80.7％

（H24 年度） 

小 93.9％ 

中 88.9％ 

高 90.2％

（R1 年度） 
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指標 当初値 最新値 傾向 

6 
スクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)・スクールカウンセラー

（ＳＣ）への相談件数  

SC 39,414 件 

SSW 652 件

（H27 年度） 

SC 46,969件 

SSW 1,904件 

（R1 年度） 

 

7 オレンジリボン地域協力員の登録人数 
12,549 人 

（H25 年度） 

16,929人 

（R1 年度） 

 

8 
障がいのある子どもにとって地域で暮らしやすいまちであると

思う保護者の割合 

41.7％ 

（H27 年度） 

35.4％ 

（R1 年度） 

 

 

⑷ 安全・安心 

 指標 当初値 最新値 傾向 

1 病院における医療安全等に関する患者相談窓口の設置率 
93％ 

（H23 年度） 

100％ 

（H29 年度） 

 

2 かかりつけ医を決めている市民の割合 
51％ 

（H21 年度） 

63.1％ 

（R1 年度） 

 

3 
住み慣れた地域で暮らし続けることができるまちであると思う

高齢者の割合 

37.8％ 

（H25 年度） 

47.5％ 

（R1 年度） 

 

4 介護に何らかの負担を感じている家族介護者の割合 
80.1％ 

（H25 年度） 

56.2％ 

（R1 年度） 

 

5 

高齢者（65 歳以上）の居住する住宅の一定のバリアフリー化率 

※一定のバリアフリー化：２か所以上の手すり設置又は屋内の段

差解消を指す。 

36％ 

（H20 年度） 

42.3％ 

（H30 年度） 

 

6 札幌市民の健康寿命 

男 69.55 歳 

女 73.29 歳

（H22 年） 

男 71.52歳 

女 73.03歳

（H27 年） 

－ 

7 運動習慣のある人の割合 

男 28.1％ 

女 28.4％

（H24 年） 

男 33.5％ 

女 27.2％

（H29 年） 

－ 

8 食品衛生に関する市民相談件数 
1,339 件 

（H24 年度） 

980件 

（R1 年度） 

 

9 耐震化率（多数の者が利用する建築物） 
78.1％ 

（H15 年） 

94.5％ 

（R2 年） 

 

10 配水幹線の耐震化率 
38.5％ 

（H25 年度） 

41.6％ 

（R1 年度） 

 

11 札幌市を就業地とする建設業の就業者数 
67,574 人

（H27 年） 

34,767人 

(R22 推計) 

 

12 刑事事件の認知件数 
21,283 件

（H24 年） 

8,744 件 

（R2 年） 

 

13 若年者のうち、消費者教育を受けたことがあると答える人の割合 
35.9％ 

（H23 年度） 

88.4％ 

（H28 年度） 

 

14 道路交通事故における札幌市内の交通事故発生件数 
6,647 件

（H24 年） 

3,893 件

（R2 年） 

 

15 
市民意識調査「力を入れてほしいと思う事業」における「除雪事

業」の順位 

1 位 

（H25 年度） 
1 位 

（R1 年度） 
－ 

16 除雪従事者（除雪オペレーター・作業員）の数 

除雪オペレーター

2,056 人 

作業員 

1,884 人 

（H29年度） 

除雪オペレーター

1,207 人 

作業員 

1,196 人 

(R19年度推計) 

 

17 除雪予算（当初） 
151億円

（H23年度） 

215億円 

（R1 年度） 
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⑸ 環境 

 指標 当初値 最新値 傾向 

1 札幌市の都市公園数 
2,717 

（H25 年度） 

2,741 

（R1 年度） 

 

2 水質汚濁の環境基準（ＢＯＤ）の適合地点数 
14/15 

（H26年度） 

15/15 

（R1 年度） 

 

3 燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入台数 － 
12 台 

（R1 年度） 

 

4 家庭の二酸化炭素排出量 
507万 t-CO2 

（H24 年度） 

406万 t-CO2 

（H30年度） 

 

5 次世代自動車の導入台数 
4 万台 

（H24年度） 

13.3 万台

（H30 年度） 

 

6 運輸部門における二酸化炭素排出量 
266万 t-CO2 

（H24 年度） 

259万 t-CO2 

（H30年度） 

 

7 エコライフレポートの取組実績（取組率） 
91.1％ 

（H24年度） 

94.4％ 

（R1 年度） 

 

8 環境プラザ施設利用者数 
57,869 人

（H25 年度） 

67,295人

（R1 年度） 

 

9 みどりのボランティア登録人数（累計） 
3,178 人

（H24 年度） 

3,466 人

（H30 年度） 

 

10 みどりのボランティア登録団体数（累計） 
96 団体

（H24 年度） 

145団体

（H30 年度） 

 

11 家庭ごみと事業ごみの一人一日当たり排出量（本編 p27） 
872g/人・日 

（H24 年度） 

821g/人・日 

（R2 年度） 

 

12 再生可能エネルギーの導入状況（本編 p27） 
0.20億 kWh 

（H24 年度） 

0.65億 kWh 

（R1 年度） 

 

 

⑹ 文化 

 指標 当初値 最新値 傾向 

1 １年間に何らかの文化芸術の鑑賞活動を行った割合 
82.3％

（H29 年度） 

83％ 

（R1 年度） 

 

2 直接スポーツ観戦率 
42.8％

（H24 年度） 

43.6％

（R1 年度） 

 

3 1 年間に自ら文化芸術活動を行った割合 
27.5％

（H29 年度） 

31.9％

（R1 年度） 

 

4 スポーツ実施率 
41.2％

（H24 年度） 

58.6％

（R1 年度） 

 

5 年代別スポーツ実施率 

全世代41.2% 

20 歳代26.6% 

（H24 年度） 

全世代58.6% 

20歳代46.9% 

（R1 年度） 

 

全世代41.2% 

30 歳代30.9% 

（H24 年度） 

全世代58.6% 

30歳代46.7% 

（R1 年度） 

 

6 各区のスポーツイベント参加者数 
31,522 人

（H24 年度） 

33,984人

（R1 年度） 

 

7 スポーツボランティアへの参加経験割合 － 
8.1％

（H29 年度） 
－ 

8 主要文化芸術施設利用者数 
1,549,813 人

（H25 年度） 

3,267,335 人 

（R1 年度） 

 

9 主要文化財施設利用者数 
235,087 人

（H25 年度） 

399,658 人

（R1 年度） 

 

10 
主要文化イベント観客者数 

※サッポロシティジャズ、ＰＭＦ、さっぽろアートステージ 

852,737 人

（H25 年度） 

692,082 人

（R1 年度） 

 

11 
新たに開催された国際大会等の数（H26 年度以降・累計）【再掲⑵

18】 

2 大会 

（H26年度） 

11 大会 

（R1 年度） 

 

12 
札幌国際短編映画祭総参加者数（H28 年度以降は、関連イベント

の来場者を除いた映画祭開催期間の来場者のみを集計） 

13,642 人

（H24 年度） 

8,653 人

（R1 年度） 
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指標 当初値 最新値 傾向 

13 札幌国際短編映画祭の応募作品数 
2,723 本

（H24 年度） 

3,661 本

（R1 年度） 

 

14 海外代表合宿の誘致件数  
4 件 

（H28年度） 

8 件 

（R1 年度） 

 

15 さっぽろ雪まつりの来場者数 
236.7 万人

（H24 年度） 

254.3 万人

（R1 年度） 

 

16 ウインタースポーツ実施率（18～49 歳） 
21.1％

（H24 年度） 

18.6％

（R1 年度） 

 

17 ウインタースポーツ目的の来札外国人観光客数 
175,000 人

（H29年度） 

116,000 人

（R1 年度） 

 

18 連携・交流している創造都市数（累計） 
１都市

（H26 年度） 

24 都市

（R1 年度） 

 

19 
体育の時間を除く 1 週間の総運動時間が 60 分未満の子どもの割

合 

小 5 男 

全国 6.5% 

札幌市 6.2% 

（H28 年度） 

小 5 男 

全国 7.6% 

札幌市 7.5% 

（R1 年度） 

 

小 5 女 

全国 11.6% 

札幌市10.8% 

（H28 年度） 

小 5 女 

全国 13％ 

札幌市12.0% 

（R1 年度） 

 

中 2 男 

全国 6.7% 

札幌市10.6% 

（H28 年度） 

中 2 男 

全国 7.5% 

札幌市11.5% 

（R1 年度） 

 

中 2 女 

全国 20.9% 

札幌市26.3% 

（H28 年度） 

中 2 女 

全国 19.7% 

札幌市25.0% 

（R1 年度） 

 

20 子どもの体力合計点の平均値 

小 5 男 

全国 53.9% 

札幌市52.37% 

（H28 年度） 

小 5 男 

全国 53.6% 

札幌市51.78% 

（R1 年度） 

 

小 5 女 

全国 55.5% 

札幌市52.84% 

（H28 年度） 

小 5 女 

全国 55.6% 

札幌市52.70% 

（R1 年度） 

 

中 2 男 

全国 42.0% 

札幌市39.94% 

（H28 年度） 

中 2 男 

全国 41.6% 

札幌市39.43% 

（R1 年度） 

 

中 2 女 

全国 49.4% 

札幌市44.95% 

（H28 年度） 

中 2 女 

全国 50.0% 

札幌市45.61% 

（R1 年度） 
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⑺ 都市空間 

 指標 当初値 最新値 傾向 

1 日常生活サービスの徒歩圏充足率 － 
78.5％ 

（H28 年度） 
－ 

2 市街化区域の公共交通徒歩圏人口カバー率 － 
93.2％ 

（H28年度） 
－ 

3 運輸部門におけるＣＯ２排出量【再掲⑸6】 
266万 t-CO2 

（H24 年度） 

259万 t-CO2 

（H30年度） 

 

4 エレベーター増設駅数 － 
6 駅 

（R1 年度） 

 

5 歩道のバリアフリー化済み延長 
106km 

（H22年度） 

211km 

（R1 年度） 

 

6 丘珠空港の利用者数【再掲⑵7】 
131,722 人 

（H24 年度） 

267,462 人 

（R1 年度） 

 

7 札幌駅前通の歩行者交通量（平日） 
3.7万人

（H22年度） 

9.0万人

（R1 年度） 

 

8 チ・カ・ホの北３条広場（西）の稼働率（休日） 
84.7％ 

（H24年度） 

96.2％ 

（H30年度） 

 

9 札幌市民交流プラザの来館者数 
1,129 千人

（H30 年度） 

1,693 千人

（R1 年度） 

 

10 都心の緑被率 
12.4％ 

（H26年度） 

13.5％ 

（R1 年度） 

 

11 さっぽろ都心みどりのまちづくり助成制度の助成実績（H25～） － 
12 件 

（H30 年度） 

 

12 まちづくり会社設立件数 
2 社 

（H24年度） 

3 社 

（R1 年度） 
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３ ＳＤＧｓローカル指標の分析 

 第２次戦略ビジョンの策定に当たっては、国が示す「地方創生ＳＤＧｓローカル指標」を用いて他

の政令指定都市との比較分析を実施しました（第２次戦略ビジョン＜ビジョン編＞第２章５（本書

p45））。ここでは、地方創生ＳＤＧｓローカル指標の内容と札幌市の数値や順位を掲載します（表中の

灰色の網掛けは再掲を示す。）。 

No. 地方創生 SDGsローカル指標リスト（市区町村） 対象年 数値 順位 

１貧困を

なくそう 

◎年間収入階級別の世帯割合 

100 万円未満 H30 5.4％ 11 

100～200 万円未満 H30 15.1％ 4 

200～300 万円未満 H30 19.2％ 1 

300～400 万円未満 H30 15.6％ 5 

400～500 万円未満 H30 11.1％ 7 

500～700 万円未満 H30 13.0％ 14 

700～1000 万円未満 H30 8.8％ 16 

1000 万円以上 H30 4.0％ 19 

◎年間収入階級別の世帯の増減率 

100 万円未満 H25-H30 112.3％ 5 

100～200 万円未満 H25-H30 105.9％ 8 

200～300 万円未満 H25-H30 107.3％ 5 

300～400 万円未満 H25-H30 109.3％ 4 

400～500 万円未満 H25-H30 115.2％ 3 

500～700 万円未満 H25-H30 113.2％ 2 

700～1000 万円未満 H25-H30 121.7％ 4 

1000 万円以上 H25-H30 120.9％ 8 

◎災害復旧費割合 H30 0.1％ 11 

◎生活保護費割合 H30 13.8％ 2 

◎衛生費割合 H30 5.3％ 18 

◎人口１人当たりの衛生費 H30 137.67 円 10 

◎教育費割合 H30 15.9％ 16 

◎人口１人当たりの教育費 H30 78,985 円 13 

◎（衛生費、教育費、生活保護費）割合 H30 34.9％ 4 

◎人口１人当たりの（衛生費、教育費、生活保護費） H30 174,007 円 7 

◎母子世帯への平均保護受給期間 H30 5 年 8 月 7 

◎世帯当たりの預金残高（二人以上の世帯） H26 13,046 千円 18 

２飢餓を

０に 
◎給食施設における栄養士の有無 H30 83.5％ 5 
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No. 地方創生 SDGsローカル指標リスト（市区町村） 対象年 数値 順位 

３すべて

の人に健

康と福祉

を 

◎５歳児未満死亡率 R1 0.22％ 7 

◎新生児死亡率 R1 0.14％ 12 

◎人口 10 万人当たりの結核感染者数 R1 6.9 人 20 

◎人口 10 万人当たりのＢ型肝炎による死亡者数 R1 0.41 人 4 

◎人口 10 万人当たりの心血管疾患による死亡率 R1 132.10 14 

◎人口 10 万人当たりの癌による死亡率 R1 306.98 6 

◎人口 10 万人当たりの糖尿病による死亡率 R1 11.55 6 

◎人口 10 万人当たりの自殺者数 R1 16.38 5 

◎喫煙率 R1 27.9％ 1 

◎人口１人当たりの医師数 H30 0.0034 人 8 

◎平均寿命 
男 H27 80.7 年 16 

女 H27 87.2 年 13 

４質の高

い教育を

みんなに 

◎小中学校登校者割合 R1 2.18％ 6 

◎最寄り保育所までの距離

別、世帯割合 

100m 未満 H30 2.0％ 10 

100～200m 未満 H30 6.9％ 10 

200～500ｍ未満 H30 49.1％ 6 

500～1,000ｍ未満 H30 34.8％ 12 

1,000ｍ以上 H30 7.3％ 15 

◎生徒１人当たりのコンピューター数 R2 6.3 台 10 

◎パリティ指数※（小中学校） 

※小中学校の女子生徒数／男子生徒数 
R1 0.961 6 

◎小学校の平均正答率 
国語 R1 62％ 17 

算数 R1 65％ 15 

◎中学校の平均正答率 

国語 R1 74％ 5 

数学 R1 61％ 8 

英語 R1 57％ 8 

◎学校におけるインターネット接続率（光ファイバ回線） R1 100％ 1 

◎学校におけるコンピューターの設置割合（教育用ＰＣ１台当たり

の児童生徒数） 
R1 6.3 人/台 10 

◎小中学校１人当たりのトイレ数 R2 0.10 19 
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No. 地方創生 SDGsローカル指標リスト（市区町村） 対象年 数値 順位 

５ジェン

ダー平等

を実現し

よう 

◎女性活躍推進計画の策定有無 H30 有 － 

◎18 歳未満で結婚した女性の割合 H27 0.0021％ 15 

◎家事従事者に関するジェンダーパリティ指数※ 

※（家事に従事する女性の人数／女性の労働力人口）／（家事に従

事する男性の人数／男性の労働力人口） 

H27 10.33 13 

◎待機児童数割合（待機児童数） R2 0 人 13 

◎役員の女性の割合 H27 21.7％ 15 

◎女性の活躍応援計画の策定有無 H30 有 － 

６安全な

水とトイ

レを世界

中に 

◎上水道普及率 R1 99.9％ 5 

◎下水道処理人口普及率 R1 99.8％ 3 

◎河川ＢＯＤ※（日間平均の 75％値） 

※ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）とは、水中の有機物の代表的な

汚染指標であり、生物が水中にある有機物を分解するのに必要と

する酸素の量を指す。 

H21 2.3 mg/L 8  

◎水循環基本計画に基づく「流域水循環計画」に該当する計画の策

定有無 
R2 無 － 

◎人口 1 人当たりの下水道費 H30 10.19 千円 12 

７エネル

ギーをみ

んなにそ

してクリ

ーンに 

◎世帯当たりの太陽光発電設置割合 H29 0.6％ 20 

◎太陽熱を利用した温水機器等がある住宅の割合 H30 0.4％ 20 

◎太陽光を利用した発電機器がある住宅の割合 H30 0.85％ 19 

◎二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓が設置されている住宅の割

合 
H30 84％ 1 

８働きが

いも経済

成長も 

◎人口当たりの市内総生産 H29 352.3154 万円 15 

◎人口当たりの県内総生産 対前年増加率 H29-H28 2.4％ 6 

◎就業者当たりの市内総生産 H27 791.7089 万円 13 

◎就業者当たりの県内総生産 対前年増加率 

H27-H26 

（就業者数は

H27） 

1.9％ 13 

◎１人１日当たりのごみ排出量（家庭部門） H30 609 g/人日 12 

◎失業率 H27 5.4％ 3 

◎15～17 歳の就業者割合 H27 0.45％ 14 

◎離職率 H29 5.4％ 2 

◎人口 1 人当たりの銀行数 
R1 

（人口は H30） 
0.0000025 12 

 

 

  



15 

 

No. 地方創生 SDGsローカル指標リスト（市区町村） 対象年 数値 順位 

９産業と

技術革新

の基盤を

作ろう 

◎舗装道路割合 H31 99.5％ 1 

◎最寄りの交通機関までの距

離別普通世帯数 

駅まで 200ｍ未満 H30 75,500 5 

駅まで 200～500ｍ未満 H30 237,400 4 

駅まで 500～1,000ｍ未満 H30 286,300 4 

駅まで 1,000ｍ～2,000ｍ未満 H30 164,300 20 

駅まで 2,000ｍ以上 H30 160,500 19 

◎人口 1 人当たりの製造業粗付加価値額 H29 11.29 万円 20 

◎県内総生産当たりの製造業粗付加価値額 H29 320.54 円 15 

◎製造業労働者割合 
製造業労働者

（H28.6.1）、全労

働者（H27.10.1） 
3.32％ 18 

◎県内総生産当たりのＣＯ２排出量（1,000tCO2/100 万円） H29 2.21 5 

◎土木費割合 H30 11.84％ 10 

◎全粗付加価値額に占める粗付加価値額（電気機械器具製造業） H29 155.6 円 17 

10 人や国

の不平等

をなくそ

う 

◎年間収入階級別の世帯割合 

100 万円未満 H30 5.4％ 11 

100～200 万円未満 H30 15.1％ 4 

200～300 万円未満 H30 19.2％ 1 

300～400 万円未満 H30 15.6％ 5 

400～500 万円未満 H30 11.1％ 7 

500～700 万円未満 H30 13.0％ 14 

700～1000 万円未満 H30 8.8％ 16 

1000 万円以上 H30 4.0％ 19 

◎年間収入階級別の世帯の増

減率 

100 万円未満 H25-H30 112.3％ 5 

100～200 万円未満 H25-H30 105.9％ 8 

200～300 万円未満 H25-H30 107.3％ 5 

300～400 万円未満 H25-H30 109.3％ 4 

400～500 万円未満 H25-H30 115.2％ 3 

500～700 万円未満 H25-H30 113.2％ 2 

700～1000 万円未満 H25-H30 121.7％ 4 

1000 万円以上 H25-H30 120.9％ 8 

◎労働生産性（事業従事者 1人当たり加価値額） H28 491 万円 14 

◎バリアフリー化されている 65 歳以上の世帯員のいる主世帯数の

割合 
H30 42％ 11 

◎最寄りの老人デイサービス

センターまでの距離別、65 歳

以上の世帯員のいる主世帯数

の割合 

250ｍ未満 H30 25.40％ 11 

 250～500ｍ未満 H30 36.56％ 2 

 500～1,000ｍ未満 H30 28.63％ 11 

 1,000～2,000ｍ未満 H30 5.66％ 13 

 2,000ｍ以上 H30 0.71％ 13 
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No. 地方創生 SDGsローカル指標リスト（市区町村） 対象年 数値 順位 

11 住み続

けられる

まちづく

りを 

◎ホームレス割合 H30 0.0018％ 3 

◎最低居住面積水準以下世帯割合 H30 6.18％ 6 

◎最寄りの交通機関までの距

離別普通世帯数 

駅まで 200ｍ未満 H30 75,500 5 

駅まで 200～500ｍ未満 H30 237,400 4 

駅まで 500～1,000ｍ未満 H30 286,300 4 

駅まで 1,000ｍ～2,000ｍ未満 H30 164,300 20 

駅まで 2,000ｍ以上 H30 160,500 19 

◎人口増減 R2 0.20％ 8 

◎人口自然増減 R2 -0.35％ 15 

◎人口社会増減 R2 0.55％ 6 

◎市街化調整区域面積割合 R1 28.34％ 8 

◎市街化調整区域内人口割合 R1 1.14％ 4 

◎災害復旧費割合 H30 0.14％ 11 

◎廃棄物の最終処分割合 H30 11.05％ 11 

◎微小粒子状物質（PM2.5）年平均値 H30 7.51μg/㎥ 1 

◎光化学オキシダント濃度の昼間１時間値が 0.12ppm 以上であった日数  H30 0 日 1 

◎窒素酸化物年平均値 H30 0.0157 ppm 7 

◎二酸化硫黄年平均値 H30 0.00083 ppm 4 

◎可住地面積当たりの図書館数 H30 0.0273 17 

◎可住地面積当たりの公民館数 H30 0.0023 14 

◎可住地面積当たりの図書館数、公民館数 H30 0.0296 20 

◎可住地面積当たりの図書館面積 H30 0.000054 ㎡ 17 

◎可住地面積当たりの公民館面積 H30 0.000005 ㎡ 14 

◎可住地面積当たりの図書館、公民館面積 H30 0.000059 ㎡ 19 

◎人口１人当たりの公園数 H30 0.001433 6 

◎人口１人当たりの公園面積 H30 0.000018 ㎡ 1 

◎可住地面積当たりの公園面積 H30 0.0809 ㎡ 1 

◎市街化調整区域内人口割合 R1 1.14％ 4 

◎防災会議の設置有無 H31 有 － 

◎空き家率 H30 13.62％ 8 

◎最寄りの緊急避難場所まで

の距離別、普通世帯の割合 

250ｍ未満 H30 44.00％ 4 

250～500ｍ未満 H30 33.52％ 11 

500～1,000ｍ未満 H30 19.95％ 16 

1,000～2,000ｍ未満 H30 2.27％ 16 

2,000ｍ以上 H30 0.26％ 10 
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No. 地方創生 SDGsローカル指標リスト（市区町村） 対象年 数値 順位 

11 住み続

けられる

まちづく

りを 

◎最寄りの老人デイサービス

センターまでの距離別、６５

歳以上の世帯員のいる主世帯

数の割合 

250ｍ未満 H30 25.40％ 11 

250～500ｍ未満 H30 36.56％ 2 

500～1,000ｍ未満 H30 28.63％ 11 

1,000～2,000ｍ未満 H30 5.66％ 13 

2,000ｍ以上 H30 0.71％ 13 

◎バリアフリー化されている 65 歳以上の世帯員のいる主世帯数の

割合 
H30 42％ 11 

12 つくる

責任つか

う責任 

◎１人１日当たりのごみ排出量（家庭部門） R1 609ｇ 12 

◎有害廃棄物割合（その他の廃棄物/廃棄物の総運搬量） H30 0.74％ 20 

◎ごみのリサイクル率 R1 26.4％ 3 

13 気候変

動に具体

的な対策

を 

◎温暖化対策地方実行計画における緩和策の策定有無 R1 有 － 

◎人口１人当たりのＣＯ２排出量 H29 7.83tCO2 8 

14 海の豊

かさを守

ろう 

 － － － 

15 陸の豊

かさも守

ろう 

◎森林面積割合 H27 60.4％ 5 

◎生物多様性戦略に基づく計画の策定有無 H26 有 - 

16 平和と

公正をす

べての人

に 

◎学校での暴力行為発生件数（1,000 人当たりの件数） R1 4.3 8 

◎子育て支援に関する情報提供を実施している割合 H29 100％ 1 

◎５歳未満人口割合 H27 3.62％ 19 

17 パート

ナーシッ

プで目標

を達成し

よう 

◎財政力指数 R1 0.73 17 

◎地方税割合（対歳入決算総額） H30 33.0％ 18 

◎自主財源の割合（対歳出決算総額） H30 50.2％ 16 

◎実質公債費比率 R1 2.1％ 20 

◎地域サポーターを設置している市区町村の割合 R1 100％ 1 
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Ⅱ ＳＷＯＴ分析と８つの「まちづくりの分野」に関係するＳＤＧｓ 

 第２次戦略ビジョンの策定に当たっては、ＳＷＯＴ分析の手法を採用しています。 

 ＳＷＯＴ分析とは、企業の状況等を強み（Strengths）、弱み（Weaknesses）、機会（Opportunities）、

脅威（Threats）の４項目で整理し、分析した上で今後の経営戦略を導くための手法です。一般的に企

業がＳＷＯＴ分析を行う場合には、自社が持つ社内リソースなどの「内部環境」と、自社を取り巻く

競合他社や市場などの「外部環境」を照らし合わせることにより経営戦略を導いていきます。 

札幌市では、分析の対象を「札幌市役所」という組織ではなく、札幌市という「まち」として捉え、

ＳＷＯＴ分析を行いました。 

具体的には、第２次戦略ビジョン＜ビジョン編＞の第２章（札幌市の現在と将来に関する考察（本

書 p5～46））から、札幌市という「まち」の強み、弱み、機会と脅威を次のとおり整理し、第３章（目

指すべき都市像とまちづくりの重要概念（本書 p47～50））に定める「まちづくりの重要概念」を踏ま

えながら考察を行うことで、８つの「まちづくりの分野」と２０の「まちづくりの基本目標」を導き

ました。 

 

〇強み(Strengths)：まちが持つ優れた内部環境 

内部環境の要素 強み 
人的資源 〇市民 ○市民愛着度の高さ 

財務的資
源 

〇自治体の財政
力 
〇市民の経済力 

○財政の健全性 

物的資源 〇天然資源（地
理、自然など） 
〇都市基盤 

〇豊かな自然環境 

○都市機能の集積 

情報的資
源 
 
 

〇外部からの評
価 
 
 

〇環境面での高い評価 
○スタートアップ・エコシステムの拠点としての評価 
○都市としての高いブランドイメージ 
○食の魅力 
○観光満足度の高さ 
○住みやすさ 

 

〇弱み(Weaknesses)：まちが持つ不利な内部環境 

内部環境の要素 弱み 
人的資源 〇市民 

 
○地域意識や人間関係の希薄化 
○女性や高齢者の有業率の低さ 
○若い世代における長時間労働の傾向 
○子育てへの負担感を抱える市民の増加 
○市民の健康寿命の低さ 
○生産年齢人口の減少や少子高齢の人口構造（合計特殊出生率の低
さや若年層の道外流出） 

財務的資
源 

〇自治体の財政
力 
〇市民の経済力 

○１人当たりの市民所得の低さ 
○財政力指数の低さ 

物的資源 〇天然資源（地
理、自然など） 
〇都市基盤 

○公共・民間を含めた施設の老朽化 
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〇機会(Opportunities)：まちの価値を向上する外部環境 

外部環境の要素 強み 
政治・法
律 

〇国の動向 〇人生１００年時代の到来（高齢者雇用安定法の制定（７０歳まで
の就労確保を努力義務）） 
〇デジタル技術の急速な進歩（Society5.0の推進） 

社会・経
済 

〇社会経済情勢 
 

○価値観やライフスタイルの多様化（ダイバーシティ） 
○人生１００年時代の到来（ライフシフト） 
○気候変動などに伴う地球規模での環境保全の動き（世界的なＥＳ
Ｇ投資意欲の高まり） 

○都市のリニューアル（令和１２年度（２０３０年度）末の北海道
新幹線の札幌開業や投資意欲の高まり） 

エコロジ
ー 

〇環境行動 ○気候変動などに伴う地球規模での環境保全の動き（脱炭素） 

技術 〇技術革新 ○デジタル技術の急速な進歩（ＡＩ、ＩｏＴなど） 

 

〇脅威(Threats)：まちの価値の向上を阻害する外部環境 

外部環境の要素 弱み 
社会・経
済 

〇社会経済情勢 
 

○価値観やライフスタイルの多様化（子どもの貧困や児童虐待の増
加・教育格差） 
○人生１００年時代の到来（全国的な少子高齢化の進行） 
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大 

エコロジ
ー 

〇環境行動 ○頻発する自然災害 

  

２０ページから２７ページまでの見方 

❶ まちづくりの分野 

   「まちづくりの分野」名を記載しています。 

❷ まちづくりの重要概念 

ビジョン編第３章に定める「ユニバーサル（共

生）」・「ウェルネス（健康）」・「スマート（快適・先

端）」の３つの「まちづくりの重要概念」を記載して

います。 

❸ SWOT分析 

まちづくりの分野ごとに、強み（Strengths）、

弱み（Weaknesses）、機会（Opportunities） 

、脅威（Threats）の４項目を整理し、SWOT

分析を行った結果を記載しています。 

❹ 考察 

「まちづくりの重要概念」と SWOT分析の結果

を踏まえ、今後重要だと考えられることなどを

考察として記載しています。 

❺ まちづくりの基本目標 

❹の考察から導き出される「まちづくりの基

本目標」を記載しています。 

❻ ＳＤＧｓのゴール 

  各「まちづくりの分野」に関係するＳＤＧｓのゴー

ルを全て記載しています。 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 
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１ 子ども・若者分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

① W×O   

○地域意識や人間関係の希薄化 

○若い世代における長時間労働の傾向 
○子育てへの負担感を抱える市民の増加 
○生産年齢人口の減少や少子高齢の人口

構造（合計特殊出生率の低さや若年層
の道外流出） 

○１人当たりの市民所得の低さ 

○価値観やライフスタイルの

多様化（ダイバーシティ） 
○人生１００年時代の到来
（ライフシフト） 

  

② W×T   

○子育てへの負担感を抱える市民の増加 

○生産年齢人口の減少や少子高齢の人口
構造（合計特殊出生率の低さや若年層
の道外流出） 

○１人当たりの市民所得の低さ 

  ○価値観やライフスタイルの多

様化（子どもの貧困や児童虐
待の増加・教育格差） 

○人生１００年時代の到来（全

国的な少子高齢化の進行） 

③ 

S×O 
〇都市機能

の集積 

  ○価値観やライフスタイルの

多様化（ダイバーシティ） 
○デジタル技術の急速な進歩
（Society5.0 の推進・Ａ

Ｉ、ＩｏＴなど） 

  

W×O  

○地域意識や人間関係の希薄化 

○市民の健康寿命の低さ 

○価値観やライフスタイルの

多様化（ダイバーシティ） 
○人生１００年時代の到来
（ライフシフト） 

 

 

 

① 

合計特殊出生率が１．０９と低い数値となっているほか、昨今
では子育てへの負担感を抱える市民が増加するとともに、市民
アンケートの結果を見ても子育てに関する今後のニーズが高
まっているといえます。これらのことから、社会全体で子ども
と子育て家庭を支えていることⓊや、性別を問わず働きながら
子育てができる環境が整っていることⓊが重要です。 

 基本目標１ 
安心して子どもを生
み育てることができ
る、子育てに優しい
まち 

② 

また、全国的に子どもの貧困や児童虐待が増加するとともに、
教育格差が懸念される中、社会全体で虐待やいじめなどの子ど
もの権利が侵害される事態を防いでいることⓊが必要です。加
えて、生産年齢人口の更なる減少が予想されているとおり、若
年層の道外流出という課題がある中で、将来を担う若者が未来
への希望を持ち、結婚や就労などの理想のライフプランを実現
していることⓌが求められます。 

 基本目標２ 
誰一人取り残されず
に、子どもが伸び伸
びと成長し、若者が
希望を持って暮らす
まち 

③ 

さらに、国では、Society 5.0の時代を生きる子どものために
「個別最適化され、創造性を育む教育」の実現を目指しており、
子どもが一人一人の状況に応じた最適な教育環境の中でⓈ、健
やかにⓌ、互いを尊重し合いながら学んでいることⓊが重要で
す。 

 基本目標３ 
一人一人の良さや可
能性を大切にする教
育を通して、子ども
が健やかに育つまち 

 

〇子ども・若者分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

 

 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 

 考 察 
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２ 生活・暮らし分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

④ W×O   
○市民の健康寿命の低さ 

○女性や高齢者の有業率

の低さ 

○価値観やライフスタイルの多様化（ダイバーシティ） 

○人生１００年時代の到来（ライフシフト・高齢者雇用

安定法の制定（７０歳までの就労確保を努力義務）） 

○デジタル技術の急速な進歩（Society5.0 の推進・ＡＩ、

ＩｏＴなど） 

  

⑤ S×O 
○都市機能の集積 

○住みやすさ 
  

○価値観やライフスタイルの多様化（ダイバーシティ） 

○人生１００年時代の到来（ライフシフト） 
 

 

 

④ 

高齢化が引き続き進行し、２０４０年代には高齢者人口が全体
の４割になることが見込まれていますが、札幌市民の健康寿命
は全国平均よりも低くなっています。これらのことから、高齢
者などが必要な支援を受けられるとともに、多様な主体が連携
し、健康づくりや介護予防の取組などが更に進んでいるほか、
市民や企業が健康への意識を高く持っていることⓌが重要で
す。加えて、人生１００年時代の到来を受けて、生涯学習・学
び直しの機会が充実し、仕事など、その成果を生かすことがで
きる環境が整っていることⓌも必要です。 

 基本目標４ 
誰もが健康的に暮ら
し、生涯活躍できる
まち 

⑤ 

また、都市機能の集積という強みを生かしながら、建物や道路
などのバリアフリー化が進んでいることⓊや、デジタル技術の
急速な進歩などの機会を捉え、行政手続などにおけるＩＣＴの
活用Ⓢが進んでいるなど、市民生活の利便性が向上しているこ
とも求められます。さらに、雪対策については、従事者の不足
など、今後の除排雪体制の維持に課題を抱えており、市民や企
業との連携やＩＣＴの活用Ⓢなどにより、通勤や通学、外出な
どの市民生活や経済活動を支える冬期の道路環境を確保して
いくことが重要です。 

 基本目標５ 
生活しやすく住みよ
いまち 

 

〇生活・暮らし分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

 

 

  

 考 察 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 
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３ 地域分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

⑥ W×O  ○地域意識や人間関係の希薄
化 

○価値観やライフスタイルの多様
化（ダイバーシティ） 

  

⑦ W×O  ○地域意識や人間関係の希薄
化 

○価値観やライフスタイルの多様

化（ダイバーシティ） 
○人生１００年時代の到来（ライ

フシフト） 

  

 

 

⑥ 

まちが成熟期を迎え、個々の価値観が多様化しているととも
に、市民アンケートの結果などから、地域意識の希薄化という
課題が顕在化していることが明らかとなっています。これらの
ことから、地域コミュニティ等において、年齢・性別・障がい
の有無・国籍・民族・宗教・文化などの違いを理解し認め合う
などの心のバリアフリーⓊが進み、これらの違いを超えた交流
Ⓤが行われていることが重要です。 

 基本目標６ 
互いに認め合い、支
え合うまち 

⑦ 

また、年齢にかかわらず誰もが地域コミュニティを育み、大切
にする意識を持ちⓊ、ライフスタイルに合わせてまちづくり活
動に参加できるとともにⓌ、こうした活動の担い手の育成が進
んでいることⓈが必要です。 

 基本目標７ 
誰もがまちづくり活
動に参加でき、コミ
ュニティを育むまち 

 

〇地域分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

 

  

 考 察 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 
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４ 安全・安心分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

⑧ S×T 

○市民愛着度の高さ 

○都市機能の集積 

○住みやすさ 

    
○頻発する自然災害 
○新型コロナウイルス感染症の  

感染拡大 

⑨ W×O   
○生産年齢人口の減少や少子高
齢の人口構造（合計特殊出生率

の低さや若年層の道外流出） 

○デジタル技術の急速な
進歩（Society5.0 の推

進・ＡＩ、ＩｏＴなど） 

  

 

 

⑧ 

地震災害や風水害などの自然災害の頻発や新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を踏まえ、日頃の備えⓊや情報伝達手段Ⓢ
が充実し、災害時や感染症の感染拡大時にも、医療や要配慮者
への支援Ⓤなどが適切に提供されているとともに、迅速な生活
再建支援などが行われていることが重要です。 

 基本目標８ 
誰もが災害に備え、
迅速に回復し、復興
できるまち 

⑨ 

また、高齢者人口の更なる増加が予想される中、交通や食につ
いての安全が保たれているⓌとともに、デジタル化の進展によ
り懸念される犯罪やトラブルの発生が防止されていることⓌ
も必要です。 

 基本目標９ 
日常の安全が保たれ
たまち 

 

〇安全・安心分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

 

  

 考 察 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 
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５ 経済分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

⑩ S×O 

○都市機能の集積 

○都市としての高

いブランドイメ

ージ 

○食の魅力 

○観光満足度の高

さ 

  

○デジタル技術の急速な進

歩（Society5.0 の推

進・ＡＩ、ＩｏＴなど） 

○都市のリニューアル（令

和１２年度（２０３０年
度）末の北海道新幹線の
札幌開業や投資意欲の高

まり） 

  

⑪ 

S×O 

○都市機能の集積 

○スタートアップ・

エコシステムの

拠点としての評

価 

 
○デジタル技術の急速な進

歩（Society5.0 の推進・
ＡＩ、ＩｏＴなど） 

  

W×O  

○１人当たりの市民所得の低さ 

○生産年齢人口の減少や少子高齢の人口構造（合
計特殊出生率の低さや若年層の道外流出） 

○デジタル技術の急速な進

歩（Society5.0 の推進・
ＡＩ、ＩｏＴなど） 

 

⑫ W×T   

○女性や高齢者の有業率の低さ 

○若い世代における長時間労働の傾向 

○子育てへの負担感を抱える市民の増加 

○生産年齢人口の減少や少子高齢の人口構造（合

計特殊出生率の低さや若年層の道外流出） 

○１人当たりの市民所得の低さ 

  

○人生１００年時
代の到来（全国

的な少子高齢化
の進行） 

○新型コロナウイ

ルス感染症の感
染拡大 

 

 

⑩ 

一人当たりの市民所得が政令指定都市の中でも低位であるこ
とや、生産年齢人口の減少による経済規模の縮小、人手不足な
どが課題となっています。これらのことから、若者の道外流出
の抑制や国内外からの企業、人材等の流入の促進、さらには市
民所得の増加に向けて、食の魅力や観光満足度の高さなどの強
みを生かし、札幌市の強みである分野や今後成長が期待される
分野の産業が市内経済をけん引していることⓈが重要です。 

 基本目標１０ 
強みを生かした産業
が北海道の経済をけ
ん引しているまち 

⑪ 

また、地域経済を支える中小企業や商店街などの経済活動が活
発となり、デジタル技術の活用により生産性が向上しているⓈ
とともに、スタートアップ・エコシステムの拠点としての評価
を生かしながら、様々な企業の創業や立地が進み、ビジネスチ
ャンスや新たな価値が創出されていることⓈも必要です。 

 基本目標１１ 
多様な主体と高い生
産性、チャレンジで
きる文化が経済成長
を支えるまち 

⑫ 

さらに、女性や高齢者の有業率の低さや若い世代の有業者にお
ける長時間労働という傾向がある中、希望する誰もが安定して
働ける仕事に就いているⓌとともに、価値観やライフスタイル
に応じて多様で柔軟な働き方ができる環境が整っていること
Ⓤが求められます。 

 基本目標１2 
雇用が安定的に確保
され、多様な働き方
ができるまち 

 

〇経済分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

  

 考 察 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 
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６ スポーツ・文化分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

⑬ S×O 

○豊かな自然環境 

○都市機能の集積 

○都市としての高いブランドイメージ 

○観光満足度の高さ 

  

○価値観やライフスタイルの多様化（ダイ

バーシティ） 

○人生１００年時代の到来（ライフシフト） 

○都市のリニューアル（令和１２年度（２０

３０年度）末の北海道新幹線の札幌開業
や投資意欲の高まり） 

  

⑭ S×O 
○豊かな自然環境 

○都市としての高いブランドイメージ 

○観光満足度の高さ 

  

○価値観やライフスタイルの多様化（ダイ

バーシティ） 

○人生１００年時代の到来（ライフシフト） 

 

⑮ S×O 

○市民愛着度の高さ 

○豊かな自然環境 

○都市機能の集積 

○都市としての高いブランドイメージ 

○観光満足度の高さ 

 

○価値観やライフスタイルの多様化（ダイ

バーシティ） 

○人生１００年時代の到来（ライフシフト） 

  

 

 

⑬ 

豊富な積雪量と都市機能を合わせ持つ世界でも希少な環境を
生かし、身近なところでウインタースポーツを楽しむことがで
きているとともに、ウインタースポーツの大規模な国際大会を
開催することで、世界から注目が集まっていることⓈが重要で
す。 

 基本目標１３ 
世界屈指のウインタ
ースポーツシティ 

⑭ 

また、価値観やライフスタイルが多様化し、人生１００年時代
が到来する中、四季を通じて誰もがスポーツを楽しむことがで
きる（する・みる・ささえる）環境が整い、身体活動や競技と
してのスポーツの振興が進んでいるとともに、健康増進Ⓦや共
生社会の実現Ⓤ、地域活性化などの社会課題が解決されている
ことも必要です。 

 基本目標１４ 
四季を通じて誰もが
スポーツを楽しむこ
とができるまち 

⑮ 

さらに、文化芸術に親しむことができ、創作や表現をすること
ができる環境と文化芸術を通じた学びや交流の機会が充実す
ることなどにより、心の豊かさや創造性が育まれているととも
に、国際的な文化芸術イベントの開催や様々な分野との連携が
進んでいることがまちの魅力となり、にぎわいが生まれている
ことⓈが求められます。 

 基本目標１５ 
文化芸術が心の豊か
さや創造性を育み、
世界とつながるまち 

 

〇スポーツ・文化分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

 

  

 考 察 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 
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７ 環境分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

⑯ S×O 

○豊かな自然環境 

○都市機能の集積 

○環境面での高い評価 

  

○デジタル技術の急速な進歩（Society5.0

の推進・ＡＩ、ＩｏＴなど） 

○気候変動などに伴う地球規模での環境保

全の動き（脱炭素・世界的なＥＳＧ投資意
欲の高まり） 

  

⑰ S×O ○豊かな自然環境 

○環境面での高い評価 
 

○価値観やライフスタイルの多様化（ダイ

バーシティ） 

○気候変動などに伴う地球規模での環境保
全の動き（脱炭素） 

  

 

 

⑯ 

気候変動などに伴う地球規模での環境保全の動きが加速する
とともに、世界的なＥＳＧ投資への意欲の高まりが見られる
中、「LEED for Cities and Communities」の「プラチナ」認証
という高い評価を受けた環境面の強みを生かすことが重要で
す。 
また、多くの人口を抱える大消費地として道内各地域との連携
の下に、道内の豊富な再生可能エネルギーや資源を活用しなが
ら、脱炭素社会の実現に向けて先駆的に取り組むことⓈが必要
です。 

 基本目標１６ 
世界に冠たる環境都
市 

⑰ 

さらに、豊かな自然環境という強みなどを生かし、うるおいや
安らぎを与える森林、公園などが保全・創出されていることⓌ
や、防災や市民交流の場としても活用されていることⓊが求め
られます。 

 基本目標１７ 
身近なみどりを守
り、育て、自然と共
に暮らすまち 

 

〇環境分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

 

  

 考 察 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 
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８ 都市空間分野 

〇考察の流れ 

 

 

 

番号 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

⑱ S×T 

○都市機能の集積 

○都市としての高いブラン

ドイメージ 

○住みやすさ 

○財政の健全性 

   

○人生１００年時

代の到来（全国
的な少子高齢化
の進行） 

⑲ S×O 
○豊かな自然環境 

○都市機能の集積 
 

○気候変動などに伴う地球規模での環

境保全の動き（世界的なＥＳＧ投資

意欲の高まり・） 

○都市のリニューアル（令和１２年度

（２０３０年度）末の北海道新幹線の
札幌開業や投資意欲の高まり） 

  

⑳ W×O  

○財政力指数の低さ 

○公共・民間も含めた施設の

老朽化 

○ デ ジ タ ル 技 術 の 急 速 な 進 歩

（Society5.0の推進・ＡＩ、ＩｏＴな

ど） 

○都市のリニューアル（令和１２年度

（２０３０年度）末の北海道新幹線の

札幌開業や投資意欲の高まり） 

 

 

 

⑱ 

人口減少・少子高齢化の社会においても、持続可能な都市経営
を行うには、主要な交通結節点の周辺などに都市機能の集積が
進んでいるⓈとともに、市民生活・経済活動を支える持続可能
な交通ネットワークが確立されていることⓊが重要です。 

 基本目標１８ 
コンパクトで人にや
さしい快適なまち 

⑲ 

また、都市のリニューアル時期の到来や令和１２年度（２０３
０年度）末の北海道新幹線の札幌延伸を契機として、国内外か
ら投資を呼び込むことで、都心などで高次の都市機能の集積が
進んでいるⓈとともに、広域的な交通ネットワークが充実して
いることⓈが必要です。 

 基本目標１９ 
世界を引きつける魅
力と活力あふれるま
ち 

⑳ 

さらに、公共・民間も含めた施設の老朽化対策が課題となる中、
インフラや建築物については、必要な規模や機能を踏まえた計
画的な更新や複合化が進んでいるⓈとともに、道路空間を滞留
空間として活用するなどの都市アセットの利活用が進んでい
ることⓌが求められます。 

 基本目標２０ 
都市基盤を適切に維
持・更新し、最大限
利活用するまち 

 

〇都市空間分野に関係するＳＤＧｓのゴール 

 

  

 考 察 

【まちづくりの重要概念】 

Ⓤユニバーサル（共生）  Ⓦウェルネス（健康）  Ⓢスマート（快適・先端） 
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Ⅲ 札幌市自治基本条例 

○札幌市自治基本条例 

平成１８年１０月３日条例第４１号 

（最終改正）平成２６年１０月６日条例第４２号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 市民 

第１節 市民の権利（第６条・第７条） 

第２節 市民の責務（第８条・第９条） 

第３章 議会及び議員（第１０条―第１２条） 

第４章 市長及び職員（第１３条―第１５条） 

第５章 行政運営の基本（第１６条―第２０条） 

第６章 基本原則によるまちづくりの推進 

第１節 市民参加の推進（第２１条―第２４条） 

第２節 情報共有の推進（第２５条―第２７条） 

第３節 身近な地域におけるまちづくりの推進（第２８条・第２９条） 

第７章 他の自治体等との連携・協力（第３０条） 

第８章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見直し（第３１条―第３

３条） 

附則 

私たちのまち札幌は、北の大地に、自然の恵みとともに暮らしてきた人たちと、日本各地から移り

住んできた人たちとが、それぞれの伝統と文化を紡ぎ、はぐくみながら、外国の先進の英知も取り入

れて、北方圏の拠点都市として飛躍的な発展を遂げてきました。 

「わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です」とうたい出される札幌市民憲章は、こうした

札幌の歴史と風土そして自然環境を誇りとし、昭和３８年に市民の総意として制定され、永く市民の

心のよりどころとなっています。 

私たちには、この気高い市民憲章を札幌の心としながら、先人の築いたまちを、更に良いまちにし

て未来の世代に継承していく責任があります。 

私たちは、平和を愛し互いを尊び、多様な価値観を認め合って、すべての市民が平穏な暮らしの中

で自己実現できる札幌でありたいという、一人一人の札幌への思いが、世界の人々が思い描く理想と

響き合うことを願っています。そして、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人の縁と地域の絆

を大切にして力を寄せ合い、まちづくりのために自ら主体となって選択し行動することにより、大都

市でありながら一人一人の思いや声が調和の中で生かされる、市民自治を実感できるまち札幌を目指

します。 

そこで、私たちは、まちづくりの担い手である市民と議会、行政の役割や関係を明らかにし、私た

ちのまちを私たちみんなの手で築いていくために、まちづくりの最高規範として、ここに札幌市自治

基本条例を制定します。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市

民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）の役割及

び責務並びにまちづくりの基本的事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者及び

市内において事業活動その他の活動を行う者若しくは団体をいう。 

２ この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社会における安全及び安心

の推進など、暮らしやすいまちを実現するための公共的な活動の総体をいう。 

３ この条例において「市政」とは、まちづくりのうち市（議会及び市長等をいう。以下同じ。）が担

うものをいう。 

（この条例の位置付け） 

第３条 市及び市民は、本市のまちづくりの最高規範として、この条例の趣旨を最大限に尊重しなけ

ればならない。 

２ 市は、総合計画その他まちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに関する条例、規則等の制

定改廃等に当たっては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。 

（基本理念） 

第４条 まちづくりは、市民が主体であることを基本とする。 

２ 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とする。この場合において、議会及び市長は、

緊張関係を適切に保ちながら市政を進めるものとする。 

３ 市民、議員並びに市長及び職員は、それぞれの役割や責務を相互に認識し、不断の努力を重ね、

連携して市民自治によるまちづくりに取り組むことを基本とする。 

（まちづくりの基本原則） 

第５条 まちづくりは、市民の参加により行われるものとする。 

２ 市及び市民は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものとする。 

３ 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を負うものとする。この場合に

おいて、市は、市政への市民参加を推進し、市民の意思を尊重するものとする。 

第２章 市民 

第１節 市民の権利 

（まちづくりに参加する権利） 

第６条 すべての市民は、まちづくりに参加することができる。 

（市政の情報を知る権利） 

第７条 すべての市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求めることができる。 

第２節 市民の責務 

（市民の責務） 

第８条 市民は、互いにまちづくりに参加する権利を尊重し、相互の理解及び協力に基づいてまちづ

くりを進めるものとする。 
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２ 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに参加するよう努めるも

のとする。 

３ 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。 

（事業者の責務） 

第９条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図り、

暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 

第３章 議会及び議員 

（議会の役割及び責務） 

第１０条 議会は、本市の意思を決定する機関として、及び執行機関を監視する機関として、その役

割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるものとする。 

２ 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、政策の形成に反映さ

せるものとする。 

３ 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとともに、参考人制度等によ

り広く専門家等の知見を生かすよう努めるものとする。 

（市民に開かれた議会） 

第１１条 議会は、十分な討論により市政における争点を明らかにするとともに、審議に関する情報

を公開することなどにより、開かれた議会運営に努めるものとする。 

２ 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、広く市民の声を聴く

機会を設けるものとする。 

（議員の役割及び責務） 

第１２条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、公正

かつ誠実に職務を遂行するものとする。 

２ 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、

これを政策形成及び議会の運営に反映させるよう努めるものとする。 

３ 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の充実に努めるものとする。 

第４章 市長及び職員 

（市長の役割及び責務） 

第１３条 市長は、本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である職員の指揮監督、内部

組織の運営その他の職務を公正かつ誠実に遂行しなければならない。 

２ 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握し、市政の運営に反映さ

せるものとする。この場合において、市長は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかに

するとともに、広く市民の声を聴くよう努めるものとする。 

（職員の責務） 

第１４条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。この場

合において、職員は、市民の視点に立って職務を遂行するとともに、市民自治によるまちづくりを

推進するために必要な能力の向上に努めるものとする。 

（職員の育成） 

第１５条 市長その他の任命権者は、職員の適材適所の配置及び登用、職務能力の開発等を通じて、

市民自治によるまちづくりを推進する職員の育成に努めるものとする。 
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第５章 行政運営の基本 

（行政運営の基本） 

第１６条 市長等は、市民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ透明性の高い行政運営

を行わなければならない。 

２ 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、これらに対応した組織運営を行うなど、

総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めなければならない。 

３ 市長等は、まちづくりを進めるために必要な条例の立案及び規則等の制定改廃を適切に行うとと

もに、法令の解釈及び運用を適正に行うものとする。 

４ 市長等は、本市の関与の大きい出資団体について、その設立目的に沿った適正な運営等の視点か

ら、必要な指導及び調整を行うものとする。 

（総合計画等） 

第１７条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。 

２ 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、その計画に関する情報をあ

らかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得るものとする。 

３ 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容及び進ちょく状況に関す

る情報を市民に分かりやすく提供しなければならない。 

４ 前２項の規定は、まちづくりに関する重要な計画（総合計画を除く。）について準用する。 

（財政運営） 

第１８条 市は、中期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果を踏まえて、予算を編

成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めなければならない。 

２ 市長は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民に分かりやすく公表しな

ければならない。 

（行政評価） 

第１９条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、実

施するものとする。この場合において、市長等は、市民の視点に立った外部評価を取り入れるもの

とする。 

２ 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政評価の結果及びこれに

対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。 

（公正で信頼の置ける行政運営の確保） 

第２０条 市は、公正で信頼の置ける行政運営を確保するため、監査委員制度及び外部監査制度のほ

か、必要な制度の整備を進めるものとする。 

２ 市は、行政運営における市民の権利利益を擁護し、並びに行政を監視し、及び行政の改善を図る

ため、別に条例で定めるところにより、オンブズマンを置くものとする。 

３ 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条例で定めるところにより、

処分、行政指導その他の行政手続に関して共通する事項を明らかにするものとする。 

第６章 基本原則によるまちづくりの推進 

第１節 市民参加の推進 

（市政への市民参加の推進） 

第２１条 市は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に努めなければなら
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ない。 

２ 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を進め、市民の意見が適切に反

映されるよう努めなければならない。 

３ 市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するものとする。 

⑴ 実施の時期が適切であること。 

⑵ 効果的かつ効率的な方法によること。 

⑶ 事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。 

⑷ 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不当に不利益を受けないこ

と。 

４ 市長等は、附属機関について、その設置の目的等に応じ、委員の一部を公募することなどにより、

幅広い市民が参加できるよう努めなければならない。 

５ 市は、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透

明性の向上を図るため、重要な政策案についての意見公募制度を設けるものとする。 

６ 市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを整備するものとする。 

７ 市は、市民参加を進めるために必要な条例等を整備するものとする。 

（住民投票） 

第２２条 市は、市政に関する重要な事項について、住民（市内に住所を有する者（法人を除く。）を

いう。）の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができ

る。 

２ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

（市民によるまちづくり活動の促進） 

第２３条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民によるまちづくり活動に対して、

その自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援を行うものとする。この場合において、市は、必要

な条例等を整備するものとする。 

２ 市は、まちづくりについて、市民が自ら学び、考えることができる環境づくりに努めなければな

らない。 

（青少年や子どものまちづくりへの参加） 

第２４条 市及び市民は、青少年や子どもがまちづくりに参加することができるよう、必要な配慮に

努めなければならない。 

第２節 情報共有の推進 

（情報公開） 

第２５条 市は、市政に関して、市民に説明する責任を果たすため、別に条例で定めるところにより、

市が保有する公文書を適正に公開するものとする。 

（情報提供） 

第２６条 市長等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供

するよう努めるものとする。この場合において、市長等は、まちづくりに必要な情報の収集及び適

切な管理に努めなければならない。 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、適切な情報伝達手段により、市

民に積極的に提供するものとする。 



33 

 

（個人情報の保護） 

第２７条 市は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、別に条例で定めるとこ

ろにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱うものとする。 

第３節 身近な地域におけるまちづくりの推進 

（まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくり） 

第２８条 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域住民との協働により、地域の特性を踏まえ

たまちづくりを進めるものとする。 

２ まちづくりセンターは、町内会、自治会等の地縁による団体若しくは地域においてまちづくり活

動を行うもの（地縁による団体を除く。）又はこれらの団体等により構成されるまちづくり協議会

その他の団体が行うまちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、次に掲げる支援

を適切に行うものとする。 

⑴ まちづくり活動の場及び機会の充実に関すること。 

⑵ まちづくり活動に資する情報の共有に関すること。 

⑶ まちづくり活動を行う団体間の連携の促進に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資する取組に関すること。 

（区におけるまちづくり） 

第２９条 市は、区役所を拠点として、区民との協働により、区の課題及びその特性を踏まえたまち

づくりを進めるものとする。 

２ 市は、区における課題について、区民の意向を把握するとともに、区民の合意を形成するための

意見調整の場を設けるなどの支援を行い、その合意された意見を市政に反映するよう努めるものと

する。 

３ 市は、複数の区に関する課題について、関係する区民の調整が図られるよう必要な支援を行うも

のとする。 

第７章 他の自治体等との連携・協力 

（他の自治体等との連携・協力） 

第３０条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、関係する自治体との連携を図り、

その解決に努めるものとする。 

２ 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、北海道、国等と連携・協力するとともに、関係

する制度の整備等の提案を行うものとする。 

３ 市は、海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、得られた情報や知恵を札幌のま

ちづくりに生かすものとする。 

第８章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見直し 

（市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価） 

第３１条 市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例の趣旨に沿って整備さ

れ、又は運用されているかどうかを評価し、必要な見直しを行うための仕組みを整備しなければな

らない。 

２ 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければな

らない。 

（この条例の見直し） 
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第３２条 市は、５年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、この条例の規定について

検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な措置を講ずるものとする。 

（市民自治推進会議） 

第３３条 前２条の規定による市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度についての評価及

びこの条例の規定についての検討を行うため、札幌市市民自治推進会議（以下「推進会議」という。）

を置く。 

２ 推進会議は、委員７人以内をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験者、公募した市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、第２項の委員のほかに、推進会議に臨時委員

を置くことができる。 

７ 推進会議に、必要に応じ、部会を置くことができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第４２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（札幌市自治基本条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の際現に札幌市市民自治推進会議（第１条の規定による改正後の札幌市自治基本

条例第３３条第１項に規定する札幌市市民自治推進会議をいう。以下同じ。）に相当する合議体（以

下「旧推進会議」という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、同条第３項の規定により札

幌市市民自治推進会議の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱された

ものとみなされる委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、同日における旧推進会議の委員

としての任期の残任期間と同一の期間とする。 
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Ⅳ 審議会・市議会における審議経過 

 札幌市は、「札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会条例」に基づき、第２次戦略ビジョンの策定に当

たり、社会、経済、環境などの各分野に精通した学識経験者、公募委員等で構成する審議会を設置し、

札幌市長の諮問の下、専門的な見地から検討を行いました。 

 また、分野横断的な施策などの具体的な検討に当たっては、よりコンパクトな体制で議論を深める

ため、審議会内に「社会」（子ども・若者、生活・暮らし、地域、安全・安心分野）・「経済」（経済、

スポーツ・文化分野）・「環境」（環境、都市空間分野）の３つの専門部会を設けました。 

 さらに、札幌市議会においても、総務委員会を中心に審議を行いました。 

〇審議経過 

開催日 
審議項目等 

審議会 専門部会 札幌市議会 

令和３.２．２６   令和３年第１回定例会 
総務委員会 
〇第２次戦略ビジョン策定
方針 

４．２２ 第１回審議会 
〇第２次戦略ビジョンの
策定について札幌市長
から諮問 

〇策定の趣旨と計画構造 
〇札幌市の強み・弱み・機
会・脅威 

  

７・１５ 第２回審議会 
〇目指すべき都市像とま
ちづくりの基本目標 

〇専門部会の設置 

  

９．１６  第１回経済部会 
〇まちづくりの基本目標
ごとの目指す姿・取り組
むこと 

 

９．２４  第１回社会・環境部会 
〇まちづくりの基本目標
ごとの目指す姿・取り組
むこと 

 

１１．１９ 第３回審議会 
〇市民アンケート、ワーク
ショップなどの結果 

〇目指すべき都市像 
〇まちづくりの基本目標 

  

１２．７   令和３年第４回定例会 
総務委員会 
〇策定状況の中間報告 

令和４.２．１ 第４回審議会 
〇ビジョン編の答申案 
〇戦略編の検討 

  

２．１７ 第２次戦略ビジョン＜ビジ
ョン編＞の策定に関する
答申 

  

３・２   令和４年第１回定例会 
総務委員会 
〇パブリックコメント案の
報告 
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〇札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会 

（五十音順、敬称略、令和４年２月１７日＜ビジョン編＞答申日現在） 

氏  名 所 属 等 
所属部会 
◎は部会長 

会 長 平本 健太 北海道大学大学院経済学研究院教授・研究院長 経済◎ 

副会長 梶井 祥子 札幌大谷大学副学長 社会◎ 

委 員 浅香 博文 公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会会長 社会 

委 員 大西 浩文 札幌医科大学医学部公衆衛生学講座教授 社会 

委 員 岡本 浩一 北海学園大学工学部建築学科教授 環境 

委 員 川島 行雄 一般財団法人札幌市スポーツ協会理事・事務局長 経済 

委 員 木村 綾 公募委員 経済 

委 員 定池  祐季 東北大学災害科学総合研究所情報管理・社会連携部門助教 社会 

委 員 佐藤 大輔 北海学園大学経営学部教授 経済 

委 員 佐藤 理良 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会介護事業部部長 社会 

委 員 椎野 亜紀夫 札幌市立大学デザイン学部教授 環境 

委 員 柴田 尚 北海道教育大学岩見沢校芸術・スポーツ文化学科教授 経済 

委 員 尚和 里子 認定ＮＰＯ法人ふまねっと副理事長 社会 

委 員 高野 伸栄 北海道大学大学院工学研究院土木工学部門教授 環境◎ 

委 員 髙橋 彩 北海道大学高等教育推進機構国際教育研究部教授 社会 

委 員 中田 隆博 札幌商工会議所政策委員会委員長 経済 

委 員 原田 宗彦 大阪体育大学学長 経済 

委 員 福士 昭夫 石山地区町内会連合会会長 社会 

委 員 牧野 准子 公募委員 環境 

委 員 松田 考 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会札幌市若者支援

総合センター館長 

社会 

委 員 村木 美貴 千葉大学大学院工学研究院教授 環境 

委 員 山中 康裕 北海道大学大学院地球環境科学研究院教授 環境 

委 員 山本 一枝 一般財団法人北海道中小企業家同友会産学官連携研究会Ｈ

ｏＰＥ共同代表 

経済 

委 員 山本 強 北海道大学産学・地域協働推進機構特任教授 経済 

委 員 吉岡 亜希子 北海道文教大学人間科学部こども発達学科准教授 社会 
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〇札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会条例 

昭和４４年６月２８日条例第３０号 

（最終改正）平成２８年３月３０日条例第１５号 

（設置目的） 

第１条 市長の諮問に応じ、本市の長期的なまちづくりの指針である札幌市まちづくり戦略ビジョン

について調査審議するため、札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会（以下「審議会」という。）を設

置する。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員２５人以内をもつて組織する。 

２ 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 委員は、諮問された事項に係る調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会は、必要の都度会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（専門部会） 

第５条 審議会はその定めるところにより、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、まちづくり政策局において行う。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和４６年条例第４５号） 

１ この条例は、昭和４７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。〔以下ただし書省略〕 

２～６ 省略 

附 則（昭和４９年条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第３９号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２～４ 省略 

附 則（平成１２年条例第７号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。〔以下ただし書省略〕 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第２条の規定による改正前の札幌市長期総合計画審議会条例の規定に

よる審議会の委員である者の任期は、第２条の規定による改正後の札幌市長期総合計画審議会条例

第２条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３・４ 省略 

附 則（平成１７年条例第１１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第１２号抄） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年条例第１０号抄） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第１５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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Ⅴ 市民参加事業 

 第２次戦略ビジョンの策定に当たっては、市民を対象としたアンケートやワークショップを実施す

るなど、市民参加の取組を積極的に進めてきました。 

これらの取組を通していただいたご意見は、第２次戦略ビジョンの内容に反映させています。 

 

〇市民参加事業の概要 

 事  業 概  要 

１ 学生との意見交換会・出

前講座 

【令和２年１２月～ 

令和３年１０月】 

札幌市内の中学校や高校において、札幌市の取組の説明や意見交

換会を実施（全４回） 

２ 今後の札幌のまちづくり

を考えるシンポジウム

【令和３年３月】 

札幌市の将来的なビジョンについて考えるシンポジウムを実施

（動画配信） 

３ 市民アンケート 

【令和３年８月】 

第１次戦略ビジョンに掲げる「まちづくりの分野」ごとの「現在

までの充実度」と「今後の重要度」についてアンケートを実施 

４ 市民ワークショップ 

【令和３年９月】 

札幌市が目指すべきまちづくりの方向性について検討するオンラ

インワークショップを開催（全３回） 

５ 子ども議会 

【令和３年１０月～ 

令和４年３月】 

札幌市内の子どもたちが「子ども議員」として、札幌市のまちづ

くりについて考え、話し合った内容を発表する取組を実施 

６ 若手起業家とのトークイ

ベント 

【令和４年３月】 

札幌市内・北海道内の若手起業家が中心となって活動する団体が

主催するトークイベント（facebookのライブ配信あり）において、

ビジョン編について説明を実施 

※このほか、経済団体などに向けて、計画案の内容について説明や意見交換を行いました。 

 

１ 学生との意見交換会・出前講座 

 札幌市内の中学生や高校生を対象に、札幌市の取組の説明や未来のまちづくりに関する意見交換を

実施しました。 

 

学校名 札幌市立常盤中学校 

実施日 令和２年１２月１７日（木） 参加者数 ６７名 

内容 中学３年生の「総合的な学習の時間」における取組として、環境や観光、教育な

どをテーマに札幌市が抱える課題の解決について検討し、生徒一人一人が「札幌

市への提言」を発表しました。 

主な提言内容 「札幌の魅力を全国に発信」、「イベントを増やして観光客を増やす」、「幅広い世

代の交流の場を増やす」、「市民の防災意識を高める」、「生活環境のバリアフリー
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化」、「労働時間を減らし子育てに配慮できる社会を」、「中学生の運動能力を高め

る」、「エネルギーに困らない持続可能なまち」、「フードロスを減らす」、「防犯の

ために街灯や監視カメラを増やす」、「ポイ捨てを防ぐ」 など 

 

学校名 北海道札幌北高等学校 

実施日 令和３年７月２９日（木） 参加者数 ４名 

内容 家庭クラブにおける「持続可能な住環境（まち）」の研究活動の一環として、ま

ちづくりに関する校内アンケートの結果や第１次戦略ビジョンを題材に、高校生

と札幌市職員による意見交換を実施しました。本取組の内容は、北海道高等学校

家庭クラブ連盟研究発表大会における発表にも活用されました。 

主な意見 「持続可能な住環境（まち）をつくるために、今から行動できる防災意識の必要

性を感じた」、「まちづくりを自分事として捉えられるように、校内でも周知をし

ていきたい」 など 

 

 

学校名 市立札幌大通高等学校 

実施日 令和３年１０月５日（火） 参加者数 ９名 

内容 生徒一人一人が検討した「札幌未来予想図」を基に、有志による発表会を開催し

ました。観光、交通、まちのにぎわいづくり、子育てや雇用について、札幌市職

員と意見交換を実施しました。 

主な発表内容 「働きやすいまちの実現に向け、保育環境の充実と情報産業を中心に仕事の創出

が必要」、「安全や健康の観点から、歩行者・自転車中心のまちなかがよい」「体

験型観光のアイデアがあるので起業したい」など 

 

 

学校名 札幌市立もみじ台南中学校 

実施日 令和３年１０月７日（木） 参加者数 ３２名 

内容 「まちづくり戦略ビジョン～まちづくりの基本的な指針～」をテーマに、札幌市

の施策や事業についてオンライン形式で講座を実施しました。 

主な感想・関心

を持ったこと 

「使用しなくなった公共施設について、今後どのようにしていくのか」、「今後、

高齢者の方が増えてくるとあったが、札幌市としてどのような取組を進めていく

のか」、「スーパーやショッピングセンターなどの建物を、どのように配置してい

くのか」など 
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２ 今後の札幌のまちづくりを考えるシンポジウム 

 人口構造の変化などの大きな転換点を迎える２０３０～２０４０年代を見据え、札幌市の将来的な

ビジョンを市民の皆様と一緒に考えるため、シンポジウムを実施しました。 

このシンポジウムは「基調講演」と「トークセッション」の二部構成からなり、動画配信の形式を

採用した上でＹｏｕｔｕｂｅにおいて期間限定配信をするとともに、配信開始に先立ち、先行上映会

を開催しました。 

 

〇開催概要 

配信方法 札幌市公式Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルにおいて期間限定配信 

配信期間 令和３年３月２２日（月）～６月２１日（月） 

１ 基調講演（市政アドバイザー：寺島 実郎氏） 

 内容 人口減少などに対し「健全な危機感」を 

持つことの重要性や、北海道・札幌のポ 

テンシャルを生かした新たな産業構造へ 

の転換の必要性などについてご講演いた 

だきました。 

視聴回数 １，６９２回 

２ トークセッション 

 内容 基調講演を踏まえ、札幌市長と各界を代表 

する方々が、札幌市のまちづくり・未来に 

ついて語るトークセッションを実施しまし 

た。 

 

トークセッション 

登壇者 

札幌市長 秋元 克広 

札幌商工会議所会頭 岩田 圭剛 氏 

札幌大谷大学社会学部教授 梶井 祥子 氏 

クリエイティブオフィスキュー 鈴井 貴之 氏 

視聴回数 ３，４８７回 

 

先行上映会 

日時 令和３年３月２１日（日）１３：００～１５：００ 

会場 道新ホール 

内容 シンポジウムの上映のほか、札幌市長とクリエイティブオフィスキューの鈴井 貴之

氏によるオープニングトークを実施しました。 

参加者数 １００名 
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主な意見（先行上映会の来場者アンケート・Ｙｏｕｔｕｂｅ視聴者用ＷＥＢアンケートより） 

少子化や人口減少の危機感がなく、周りでも子どもがいなくてもいいという友人が多い。仕事に割

く時間が多いこともある。危機感を持つことも大切だが、政策として子育て支援をしてほしい。 

公共施設のコンパクト化が札幌市の未来のために大事だと考える。建物（道路含め）が多いとメン

テナンスコストが若い人の負担になる。 

障がいのある子どもを育てている。優しい目、温かい目で見てもらえる世の中であってほしい。 

子どもたちが元気で遊び、また、高齢者が生き生きと生活できる、周りが安心して過ごせる素敵な

「まち」になってほしい。 

２０３０年の新幹線札幌開業に向けて、若い人が定住や働きたいと思える産業の設立やみどり（公

園など）あふれるまちになってほしい。 

 

 

３ 市民アンケート 

 市民１万人を対象に、第１次戦略ビジョンに掲げる７つのまちづくりの分野と、２４のまちづく

りの基本目標に関する取組について、「現在までの充実度」と「今後の重要度」がそれぞれどの程度

と感じるかアンケート調査を実施しました。 

 

〇調査概要 

調査期間 令和３年８月３日（火）～８月１９日（木） 

調査対象者 １８～７５歳の札幌市民の中から各区別・年代別・性別ごとに無作為抽出した計１万

人 

調査方法 調査対象者にアンケートを送付し、郵送・ＷＥＢフォームにて回答を求めた。 

回答数 ２，２７３件（回答率２２．７％） 

 

〇調査結果 

①回答者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 表記の割合（％）は選択肢ごとに小数点第二位を四捨五入しているため、合計が１００％にならない場合があ

ります。  
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②充実度と重要度について（各分野の総合的な評価） 

第１次戦略ビジョンに掲げる７つのまちづくりの分野について、「現在までの充実度」と「今後の

重要度」がそれぞれどのくらいと感じるか、「高い」・「やや高い」・「普通」・「やや低い」・「低い」・

「わからない」の中から回答を求めました。 

 

 

③各分野の比較（各分野の回答を点数化し、加重平均値を算出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高い 

低い 

高い 低い 
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④現在までの充実度 

第１次戦略ビジョンに掲げる２４のまちづくりの基本目標に関する取組について、「現在までの

充実度」がどのくらいと感じるか、「高い」・「やや高い」・「普通」・「やや低い」・「低い」・「わからな

い」の中から回答を求めました。下の表は各回答を点数化し加重平均値を算出したものです。 

※配点…「高い」２点、「やや高い」１点、「普通」０点、「やや低い」-１点、「低い」-２点 

「わからない」は除外 

順位 取組 加重平均値 

1 【経済】北海道の食の魅力を生かした食産業が発展している 0.57 

2 【文化】雪やウインタースポーツを楽しむ環境が整っている 0.36 

3 【都市空間】地下鉄や路面電車沿線では、買い物・通院などの生活利便性の

高い暮らしの場が形成されている 

0.35 

4 【都市空間】うるおいや安らぎを与えるみどりと、憩いや交流の場として活

用される公園などがあり、良好な都市景観が形成されている 

0.32 

5 【環境】森林、農地、公園などのみどりの保全や、うるおいを与える河川など

の水環境の保全がなされている 

0.21 

6 【都市空間】都心には経済・文化・交流など多様な活動を支える場があり、人

を中心とした魅力ある空間が形成されている 

0.19 

7 【都市空間】地下鉄の始発駅などのエリアでは、にぎわいと生活利便性を高

める施設が多くあり、その地域の中心となっている 

0.18 

8 【都市空間】郊外部の住宅地では、ゆとりのある良好な環境を生かした暮ら

しの場が形成されている 

0.16 

9 【経済】国内外から多くの観光客が訪れて、経済が活性化している 0.07 

10 【文化】魅力ある札幌の文化やライフスタイルが国内外に発信されている 0.06 

11 【都市空間】都心には公園や街路樹のみならず、建物内においてもみどり豊

かな空間が形成されている 

0.05 

12 【環境】自然環境を守り育むことなどにより、生物多様性(生きもののつなが

りのこと。生きもの全て直接、間接的に支えあって生きていること。)が保全

されている 

0.04 

13 【文化】文化芸術を気軽に楽しめる環境が整っている 0.04 

14 【都市空間】公共交通の利便性が高まっており、積極的に公共交通を利用し

ている 

0.04 

15 【環境】市民や企業などが、積極的にごみの減量やリサイクル・資源の再利

用を行っている 

0.02 

16 【文化】スポーツや運動を気軽に楽しめる環境が整っている 0.02 

17 【安全・安心】身近な医療体制や、救急時の医療体制が整っている 0.02 

18 【安全・安心】公害の少ないまちが実現している -0.01 

19 【安全・安心】食の安全に留意し、誰もが健やかで豊かな食生活を送ってい

る 

-0.06 

20 【文化】魅力的な文化芸術イベントが活発に開催されている -0.09 
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順位 取組 加重平均値 

21 【都市空間】公共施設については、白石区役所のように、区民センターやえ

ほん図書館等その他の施設を複合化するなど、効果的かつ効率的な再配置が

進められている 

-0.11 

22 【文化】魅力的なスポーツ関連イベントが活発に開催されている -0.14 

23 【文化】生涯学習(興味関心や課題に応じて自発的に行う、生涯を通じた学習

活動)の環境が整っている 

-0.16 

24 【安全・安心】健康・医療・福祉に関する相談・支援体制が整っている -0.16 

25 【都市空間】道内市町村や国内・海外との交流を支える交通ネットワークが

整備されている 

-0.20 

26 【経済】健康・福祉・医療分野の産業が発展している -0.23 

27 【文化】文化芸術やスポーツが観光資源として活かされている -0.25 

28 【子ども・若者】子どもの教育環境が整っている -0.25 

29 【安全・安心】市民の健康づくりのための活動が活発に行われている -0.25 

30 【安全・安心】人が集まる施設や住宅のバリアフリー化・ユニバーサルデザ

イン化(年齢や国籍、障がいの有無にかかわらず、多くの人が利用できる)が

進んでいる 

-0.26 

31 【経済】コンテンツ産業(アニメ、漫画、映画、ゲーム、音楽などの創作物を

作る産業)が発展している 

-0.29 

32 【都市空間】老朽化が進む道路・公園・上下水道などの都市基盤、区役所・学

校・体育館などの公共施設の維持・保全が進んでいる 

-0.30 

33 【経済】ICT産業(インターネット等情報通信関連の産業)が発展している -0.34 

34 【安全・安心】支援を要する高齢者や障がいのある方が安心して生活できる

サービス・住まいが提供されている 

-0.35 

35 【安全・安心】安全な冬道が確保され、雪と共存した暮らしが実現している -0.39 

36 【安全・安心】災害発生時に避難できる場所や必要となる物品・物資が整備・

確保されている 

-0.42 

37 【環境】CO2 削減のため、太陽光などの再生可能エネルギーやエコカーの普

及、住宅やビルの省エネルギー化の促進などが積極的に行われている 

-0.43 

38 【安全・安心】除排雪に関するルール・マナーが共有され守られている -0.43 

39 【経済】アジアを始めとした海外を対象にしたビジネスが活性化している -0.44 

40 【安全・安心】防犯のための取組・環境・体制が充実している -0.44 

41 【環境】市民や企業などが環境問題に関心を持ち、主体的に環境保全活動に

取り組んでいる 

-0.45 

42 【安全・安心】交通事故を防ぐための取組・環境が整っている -0.46 

43 【子ども・若者】安心して子どもを生み育てることができる環境が整ってい

る 

-0.46 

44 【地域】男性も女性も社会の対等な構成員として、自らの意思によってあら

ゆる分野の活動に参画する機会が確保されている 

-0.47 
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順位 取組 加重平均値 

45 【安全・安心】耐震化や水害対策等、災害に対応できる建物・都市基盤の整備

がなされている 

-0.47 

46 【地域】ボランティア・市民活動に参加しやすい環境が整っており、活動が

活発に行われている 

-0.54 

47 【経済】環境配慮や省エネルギーの産業が発展している -0.54 

48 【経済】産学官連携などにより産業に多くのイノベーション(新しい方法や仕

組みを導入し新しい価値を生み出すこと)が起きている 

-0.56 

49 【地域】地域住民が町内会・自治会に参加し、まちづくり活動が活発に行わ

れている 

-0.58 

50 【地域】様々な国籍や民族の人々が、国や文化の違いにかかわらずお互いに

認め合う「多文化共生」の意識が醸成されている 

-0.62 

51 【経済】人や企業間での国際交流が活発に行われている -0.64 

52 【地域】町内会や市民活動団体、行政や企業等、様々な団体により地域の課

題解決に向けた活動が行われている 

-0.64 

53 【経済】ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)のとれた暮らしを送って

いる 

-0.66 

54 【子ども・若者】若者の自立・活躍に向けた教育・相談・支援体制が整ってい

る 

-0.69 

55 【安全・安心】災害発生時に市民が主体的に行動する・地域等で助け合う意

識が醸成されている 

-0.69 

56 【子ども・若者】配慮や支援を要する子どもへの、相談・支援体制が整ってい

る 

-0.70 

57 【経済】雇用の場が安定的に確保されている -0.70 

58 【地域】住民同士の助け合い・支え合いが活発である -0.71 

59 【経済】起業・創業しやすい環境が整っている -0.72 

60 【子ども・若者】働きながら子育てができる環境が整っている -0.75 

61 【経済】札幌の企業の大半を構成している中小企業の経営が安定し、活発な

経済活動が行われている 

-0.77 

62 【経済】誰もが自分の能力を生かして働くことができている -0.89 

63 【安全・安心】災害発生時に障がいのある方や、子ども、外国人観光客等が円

滑に避難できる配慮がなされている 

-0.90 

64 【経済】商店・商店街が活性化し、地域に賑わいを生み出している -0.92 

65 【子ども・若者】虐待やいじめ、不登校などに適切に対応する体制が整って

いる 

-0.92 

66 【地域】地域において、子どもから高齢者までの多世代間の交流が活発であ

る 

-1.00 
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⑤今後の重要度 

第１次戦略ビジョンに掲げる２４のまちづくりの基本目標に関する取組について、「今後の重要

度」がどのくらいと感じるか、「高い」・「やや高い」・「普通」・「やや低い」・「低い」・「わからない」

の中から回答を求めました。下の表は、各回答を点数化し加重平均値を算出したものです。 

※配点…「高い」２点、「やや高い」１点、「普通」０点、「やや低い」-１点、「低い」-２点 

「わからない」は除外 

順位 取組 加重平均値 

1 【子ども・若者】働きながら子育てができる環境が整っている 1.22 

2 【経済】北海道の食の魅力を生かした食産業が発展している 1.22 

3 【子ども・若者】安心して子どもを生み育てることができる環境が整ってい

る 

1.22 

4 【安全・安心】災害発生時に避難できる場所や必要となる物品・物資が整備・

確保されている 

1.18 

5 【子ども・若者】虐待やいじめ、不登校などに適切に対応する体制が整って

いる 

1.18 

6 【安全・安心】身近な医療体制や、救急時の医療体制が整っている 1.17 

7 【安全・安心】耐震化や水害対策等、災害に対応できる建物・都市基盤の整備

がなされている 

1.16 

8 【子ども・若者】子どもの教育環境が整っている 1.14 

9 【子ども・若者】配慮や支援を要する子どもへの、相談・支援体制が整ってい

る 

1.14 

10 【安全・安心】健康・医療・福祉に関する相談・支援体制が整っている 1.11 

11 【経済】健康・福祉・医療分野の産業が発展している 1.10 

12 【安全・安心】災害発生時に障がいのある方や、子ども、外国人観光客等が円

滑に避難できる配慮がなされている 

1.09 

13 【安全・安心】安全な冬道が確保され、雪と共存した暮らしが実現している 1.07 

14 【子ども・若者】若者の自立・活躍に向けた教育・相談・支援体制が整ってい

る 

1.04 

15 【環境】市民や企業などが、積極的にごみの減量やリサイクル・資源の再利

用を行っている 

1.04 

16 【安全・安心】災害発生時に市民が主体的に行動する・地域等で助け合う意

識が醸成されている 

1.04 

17 【都市空間】老朽化が進む道路・公園・上下水道などの都市基盤、区役所・学

校・体育館などの公共施設の維持・保全が進んでいる 

1.02 

18 【経済】ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)のとれた暮らしを送って

いる 

1.02 

19 【安全・安心】防犯のための取組・環境・体制が充実している 1.02 

20 【安全・安心】支援を要する高齢者や障がいのある方が安心して生活できる

サービス・住まいが提供されている 

1.01 
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順位 取組 加重平均値 

21 【経済】雇用の場が安定的に確保されている 0.99 

22 【安全・安心】交通事故を防ぐための取組・環境が整っている 0.99 

23 【安全・安心】人が集まる施設や住宅のバリアフリー化・ユニバーサルデザ

イン化(年齢や国籍、障がいの有無にかかわらず、多くの人が利用できる)が

進んでいる 

0.97 

24 【環境】森林、農地、公園などのみどりの保全や、うるおいを与える河川など

の水環境の保全がなされている 

0.97 

25 【安全・安心】公害の少ないまちが実現している 0.96 

26 【安全・安心】食の安全に留意し、誰もが健やかで豊かな食生活を送ってい

る 

0.96 

27 【経済】ICT産業(インターネット等情報通信関連の産業)が発展している 0.95 

28 【環境】CO2 削減のため、太陽光などの再生可能エネルギーやエコカーの普

及、住宅やビルの省エネルギー化の促進などが積極的に行われている 

0.95 

29 【都市空間】地下鉄や路面電車沿線では、買い物・通院などの生活利便性の

高い暮らしの場が形成されている 

0.95 

30 【経済】環境配慮や省エネルギーの産業が発展している 0.94 

31 【安全・安心】除排雪に関するルール・マナーが共有され守られている 0.92 

32 【経済】誰もが自分の能力を生かして働くことができている 0.92 

33 【環境】自然環境を守り育むことなどにより、生物多様性(生きもののつなが

りのこと。生きもの全て直接、間接的に支えあって生きていること。)が保全

されている 

0.91 

34 【都市空間】公共施設については、白石区役所のように、区民センターやえ

ほん図書館等その他の施設を複合化するなど、効果的かつ効率的な再配置が

進められている 

0.91 

35 【都市空間】公共交通の利便性が高まっており、積極的に公共交通を利用し

ている 

0.90 

36 【都市空間】うるおいや安らぎを与えるみどりと、憩いや交流の場として活

用される公園などがあり、良好な都市景観が形成されている 

0.90 

37 【経済】札幌の企業の大半を構成している中小企業の経営が安定し、活発な

経済活動が行われている 

0.89 

38 【環境】市民や企業などが環境問題に関心を持ち、主体的に環境保全活動に

取り組んでいる 

0.89 

39 【経済】国内外から多くの観光客が訪れて、経済が活性化している 0.88 

40 【都市空間】地下鉄の始発駅などのエリアでは、にぎわいと生活利便性を高

める施設が多くあり、その地域の中心となっている 

0.86 

41 【文化】魅力ある札幌の文化やライフスタイルが国内外に発信されている 0.78 

42 【安全・安心】市民の健康づくりのための活動が活発に行われている 0.77 

 



49 

 

順位 取組 加重平均値 

43 【都市空間】都心には経済・文化・交流など多様な活動を支える場があり、人

を中心とした魅力ある空間が形成されている 

0.77 

44 【経済】産学官連携などにより産業に多くのイノベーション(新しい方法や仕

組みを導入し新しい価値を生み出すこと)が起きている 

0.76 

45 【文化】雪やウインタースポーツを楽しむ環境が整っている 0.76 

46 【都市空間】郊外部の住宅地では、ゆとりのある良好な環境を生かした暮ら

しの場が形成されている 

0.75 

47 【文化】スポーツや運動を気軽に楽しめる環境が整っている 0.75 

48 【都市空間】道内市町村や国内・海外との交流を支える交通ネットワークが

整備されている 

0.74 

49 【都市空間】都心には公園や街路樹のみならず、建物内においてもみどり豊

かな空間が形成されている 

0.74 

50 【文化】文化芸術を気軽に楽しめる環境が整っている 0.72 

51 【文化】生涯学習(興味関心や課題に応じて自発的に行う、生涯を通じた学習

活動)の環境が整っている 

0.70 

52 【経済】商店・商店街が活性化し、地域に賑わいを生み出している 0.69 

53 【経済】起業・創業しやすい環境が整っている 0.67 

54 【地域】男性も女性も社会の対等な構成員として、自らの意思によってあら

ゆる分野の活動に参画する機会が確保されている 

0.66 

55 【経済】アジアを始めとした海外を対象にしたビジネスが活性化している 0.64 

56 【文化】魅力的な文化芸術イベントが活発に開催されている 0.64 

57 【文化】文化芸術やスポーツが観光資源として活かされている 0.62 

58 【経済】人や企業間での国際交流が活発に行われている 0.59 

59 【文化】魅力的なスポーツ関連イベントが活発に開催されている 0.58 

60 【地域】様々な国籍や民族の人々が、国や文化の違いにかかわらずお互いに

認め合う「多文化共生」の意識が醸成されている 

0.57 

61 【経済】コンテンツ産業(アニメ、漫画、映画、ゲーム、音楽などの創作物を

作る産業)が発展している 

0.54 

62 【地域】住民同士の助け合い・支え合いが活発である 0.52 

63 【地域】ボランティア・市民活動に参加しやすい環境が整っており、活動が

活発に行われている 

0.40 

64 【地域】町内会や市民活動団体、行政や企業等、様々な団体により地域の課

題解決に向けた活動が行われている 

0.39 

65 【地域】地域において、子どもから高齢者までの多世代間の交流が活発であ

る 

0.37 

66 【地域】地域住民が町内会・自治会に参加し、まちづくり活動が活発に行わ

れている 

0.23 
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４ 市民ワークショップ 

札幌市が目指すべきまちづくりの方向性について、市民意見をいただくことを目的にワークショッ

プを実施しました。参加者は公募した１０代～７０代の札幌市民とし、オンラインで開催（全３回）

しました。 

 ワークショップでは参加者を３～４名ずつのグループに分け、８つのまちづくりの分野（子ども・

若者、生活・暮らし、地域、安全・安心、経済、環境、スポーツ・文化、都市空間）ごとについて、

それぞれ「１０年後、どのように変化していたらよいか」・「その変化を起こすためには何が必要か」

というテーマの下、意見交換を行いました。 

 最終回では、これまで出た意見を総合的に振り返り、参加者一人一人が１０年後の札幌市の将来像

を発表しました。 

 

〇日時・内容 

回数 日時 参加者数 テーマ 

第１回 令和３年９月１日（水） 

１９：００～２１：００ 

４３名 子ども・若者分野、環境分野 

・１０年後どのように変化していたらよいか 

・その変化を起こすためには何が必要か 

第２回 令和３年９月８日（水） 

１９：００～２１：００ 

３９名 生活・暮らし分野、地域分野、安全・安心分野、 

経済分野、スポーツ・文化分野、都市空間分野 

・１０年後どのように変化していたらよいか 

・その変化を起こすためには何が必要か 

第３回 令和３年９月２７日（月） 

１９：００～２１：００ 

３９名 全分野の振り返り 

・１０年後の札幌市の姿について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加者は全員オンラインで参加。チャットなどの機能

も活用し、目と耳で意見を共有。 
オンライン環境の用意が難しい方向けに、パソコ

ンやカメラ、マイクを用意した参加会場も用意（各

回３～４名が利用） 
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〇まちづくりの分野ごとの主な意見 

①子ども・若者分野 

 地域ぐるみで子どもを育てることが、地域の大人にとっても、より豊かに暮らすために必要

なのではないか。 

子どもが外で遊んだり学んだりできるよう、公園や施設が増えるとよい。 

大学生などとも交流できる機会が増えるような社会。 

居場所があること。若者は放課後の居場所がない。 

学童の居場所も少ないと保護者から聞く。 

子連れ出勤が気軽にできる環境になれば、札幌市で働きたいという人が増えると思う。 

子どものことだけでなく、２０代や３０代の親世代が暮らしやすければ、子どもも暮らしや

すくなると思う。 

夫婦共に働ける､保育施設が充実したまちに。 

学生に補助やサポートがあるといいなと思う。 

地域に開かれた､地域から学べる学校に。教室から地域に飛び出して学べるように。 

若者の就労支援。札幌市の活性化の上で大事だと感じる。 

民間企業と学校が連携して､体験型の授業を。そこに市のバックアップがほしい。 

若者が選挙に参加し、自分の意見を伝えていくことが大切。 

 

 

②生活・暮らし分野 

 お年寄りの健康づくりや介護予防のための歩きやすいまちづくり。 

歩くためのスペースを外や商業施設内に作る。 

生涯学習として、国際視点で利用できる施設や、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っているといい。 

図書館や交流空間があるものの物足りない。 

オンライン診療や自宅でかかりつけ医と健康や体調の相談ができる体制ができていたらい

い。 

大きな病院で気軽にセカンドオピニオンを受けられる体制づくり。 

障がい者や高齢者が冬生活しにくい。小道にロードヒーティングや点字ブロックがない。 

障がいや、様々な個性や特性について、学校で学ぶことができれば、他人との付き合い方も

分かる。 

障がいを持つ方の苦労は当事者や身近な人間にしか分からない。 

差別を生まないために理解を深め、協力し暮らしやすい場所にしていく必要がある。 

大切な情報がどんな方にも届く札幌市であってほしい。 

大雪に備えた対策が必要。 
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③地域分野 

 挨拶ができるまちづくり。 

挨拶ができる地域は犯罪が少なくなると聞くためそういった地域にしていきたい。 

様々な世代と交流できる機会が増えるといい。 

オンラインによる国際交流で様々な言語や文化を学ぶことが大事。 

多様性の理解が更に求められている。 

回覧板の電子化など、ＩＣＴを使用することが今後の新しい町内会活動や地域活動に必須と

なるのでは。 

若手の町内会リーダーの育成を行政が行ってほしい。 

町内会に入っていない方が多いのではないか。 

若い人が関わりやすい活動に着手していく必要がある。 

町内会に関心のある学生を集める。 

行政が広く入り口をつくり世代間で意見交換をする場をつくる。 

町内会も商店街の活動もＳＮＳやインターネットの利用により若者が感心を持つかも。 

孤独な高齢者に対する連携。 

一人暮らしの方にも連絡を取り合い､地域が共有できる仕組みづくり。 

 

 

④安全・安心分野 

 地震などの自然災害時に近隣で声を掛け合う､助け合える関係が構築されているまちに。 

ライフラインがすぐに復旧できるまちに。 

停電や火事などの災害の体験学習ができれば緊急時の備えの意識につながる。 

防災訓練を通して近所の人とのコミュニケーションがとれるまちに。 

危険な場所の情報共有、犯罪や詐欺の手口など、札幌市が情報提供を積極的に。 

ハザードマップの活用。マップの存在は知っているが、自分が住む地域がどういうところな

のか、より明確にお知らせされるシステムがあればいい。 

大学や企業で冬の生活の不便を解決する工夫を。 

冬道の研究開発を助成する制度があるといい。 

雪や災害で外に出るのが大変な場合は外に出なくてもリモートワークや家の中で買い物でき

る仕組みが充実したらいい。 

普段からできる見守りを。 

普段から挨拶したり見守りをしたりすることで事故や事件を未然に防ぐことができる。 

交通安全意識は一人一人の問題。 

子どもの頃から勉強し、みんなでルールを守る呼びかけが必要。 
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⑤経済分野 

 コロナ禍以降の新しい価値観で食と観光を伸ばすのがいい。 

従来の観光ではなく、新しい観光のスタイルを模索。 

観光だけに頼らず、研究や実験といった先進的な取組をしているまちというイメージが付く

といい。そうすることで、学生や研究者が集まり、企業や雇用も増え、子どもや税収も増え

る。 

札幌市の強みは食と観光、そのほかにあまりないので、道外から将来性のある企業を呼び込

みたい。 

これからはＩＴ産業の時代になると思う。 

ものづくりを伴わないＩＴ系は環境さえ整えることができれば立地上で不利にならない。 

道外へでなくても、オンラインの仕事が充実すればいい。 

札幌市に東京の会社を誘致するためには、仙台市や福岡市などの他の自治体にとられない、

選ばれるまちにならなければならない。 

新幹線の活用方法の検討。貨物・観光など、札幌市以外の都市の活性化へもつながれば。 

小さな子どもに沢山仕事があることを知らせることができたら、将来の選択肢が増える。 

働きたい学生と企業を､札幌市が繋いでくれるシステムがあるといい。 

若い人だけでなく４０代、５０代でも新しい仕事にチャレンジする機会の創出。 

 

 

⑥スポーツ・文化分野 

 手軽にスキーを楽しめる環境に。スキーをやるにはお金がかかるので、まずはハードルを下

げてお試しでできるようになれば。 

大通公園などでウインタースポーツを紹介・体験するイベントがあればいいと思う。 

カーリングやスケートなど、雪まつりではないものをやってほしい。 

札幌市で、文化やスポーツのコーチの方に、教え方の研修会や講習会を開いてほしい。 

教育現場の体育という観点でスポーツの大切さを導入する施策が必要。 

サイクリングロードの整備で健康と観光に結びつける。 

子どもたちの作品（絵画など）が､市内の施設で紹介されることで、子どもたちの心に残り、

美術芸術に触れるきっかけになるといい。 

芸術の森のような大きなものでなく、少しだけ文化に触れられる機会が商業施設にできると

いい。 

今はお店や文化がバラバラに点在してしまっているので、エリアごとに「かわいい」、「かっ

こいい」などの文化が生まれるとよい。東京なら、原宿は「かわいい」、浅草は「伝統的」な

ど、エリアごとにイメージがある。まとまって発展できるようなお店や場づくりが広がれば、

目的により行く場所が変わる。 

習いたい人と教えたい人のマッチングが大切。 

何かをやりたい人同士が出会えて行動できる場所があればいい。 
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⑦環境分野 

 再生可能エネルギーを使っていくことが大切。 

低炭素社会とグリーンエネルギーの推進。身近な生物との共生。 

過剰包装など、なくてもいいものは減らしていく。 

ゴミ問題について市のＰＲが不足しているので、呼びかけてほしい。 

札幌は建物が多いので、使っていないものを整備して有効活用することがいいと思う。 

環境への方針や問題点を市民が知ることから始めるのが重要。 

行政が企業へ働きかけることで、企業が動き、市民の動きや考えも変わるのではないか。 

姉妹都市のポートランドは環境に関して先進的な取組を沢山行っている。 

札幌市も見習うべき。 

市内各区に農業体験や自然体験できる場所を置き、教育に組み込む。 

住宅と動物の生息地を分けることが共生のテーマに必要と考える。 

サイクリングロードの充実。サイクリングはエコにつながる大事なツール。 

都市だけど自然環境が豊か。札幌市にも自然環境を売りにした名所があるといい。 

 

 

⑧都市空間分野 

 都会でありながら豊かな自然、公園の整備。 

駅前の車を排除し、人の散歩道やサイクリングロードを優先させるといいと思う。 

大通公園や狸小路で、イベントやお店を出せるような環境整備。 

自転車で過ごしやすいまちに。 

冬場のために地下空間の整備。地下に自転車道があってもよい。 

自然があり子どもたちが安全に遊べる公園が街中にあるといい。 

中心部に集中せずに全区にうまく回る都市空間、どの地域でも移動の便がいいまち。 

隙間と緑が多いまち。雪と緑が両立するまちに。 

真駒内駅前に緑が多く、人が集まれる空間が作れたらいい。 

札幌市と北海道の共同で、まちなか中心部の緑化や交通網の整備を。バスの充実、公共交通

機関の料金見直し、マイカー規制をすることで車線を減らし遊歩道を作るなど。 

バリアフリーの整備。点字ブロックや障がい者向けの宿泊施設など。 

障がい者も健常者も両者が利用しやすい施設をつくれば快適に過ごせる。 

都市の至る所に、ワーキングスペースや学生が自習できるスペースを増やしていけるとよ

い。 
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〇札幌市が目指す都市像についての意見（抜粋） 

全ての市民が自分らしく生き生きと暮らせるまち 

子どもからお年寄りまでお互いに関わり合えるあたたかいまち 

一人一人がまちに対して関心を持ち、誰一人として孤立しないまち 

広い土地や自然を生かした魅力的なまち 

緑豊かな自然に恵まれた環境をつくるまち 

世界中から人が集まるまち 

笑顔が絶えない、人とのつながりを感じるまち 

人の手と手でつながるまちづくり札幌 

子育てと仕事を両立できるまち 

若者が定住したいまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

 

５ 子ども議会 

札幌市内の子どもたちに札幌市のまちづくりについて考えてもらうことにより、市政に対する理解

を促進し、関心を高めるため、「子ども議会」を実施しました。 

子どもたちは、「子ども議員」として自らテーマを考え、「地球温暖化と気候変動について」・「公共

の場が、障がいのある人や高齢者の方にとって、使いやすい場所にするためには」という２つのテー

マについて話し合い、意見発表を行いました。 

 

〇参加者 

子ども議員１７人（小学生１５人・中学生２人） 

サポーター３人（高校生３人） 

 

〇日程・内容 

回数 日程 内容 

第１回 令和３年１０月３１日（日） 次のテーマについての意見交換を実施しました。 

・地球温暖化と気候変動について 

・公共の場が、障がいのある人や高齢者の方にとっ

て、使いやすい場所にするためには 

※ いずれもオンラインで開催 

第２回 令和３年１２月５日（日） 

第３回 令和３年１２月２６日（日） 

第４回 令和４年１月１６日（日） 

第５回 令和４年２月１３日（日） 

発表 令和４年３月６日（日） 子ども議員の発表を動画にまとめ、まちづくりイ

ベント「超まちフェス」内で発表しました。 

※ 札幌駅前通地下歩行空間（北２条広場）のデ

ジタルサイネージにおいて、令和４年３月１４

日から同月２１日まで配信を実施 

 

〇主な意見 

マイバックやマイボトルを使用することなど、札幌の未来を守るという意識を持って、誰もがいま

すぐにできる、簡単なことから始めていきたい。 

バリアフリーを実現するには、みんながその工夫を知り、周りに気を遣うことも必要。 

この会議をして分かった対策などを周りの人に伝えたら良いのではないか。 

 

６ 若手起業家とのトークイベント 

札幌市内・北海道内の若手起業家が中心となって活動する団体が主催し、札幌市の歴史や現在を振

り返り、未来への提言を行うトークイベント（令和４年３月２７日開催）において、ビジョン編の説

明を行いました。 

なお、このトークイベントは、facebookにおいてライブ配信されました。 

 

 

 


